
平成３０年１２月 １７日

○条例

　

小田原市議会議員及び小田原市長の選挙における選挙運動の公費負担に関する条例の

　

一部を改正する条例

　

小田原市職員の勤務時間、 休暇等に関する条例の一部を改正する条例

　

小田原市議会議員の議員報酬等に関する条例の一部を改正する条例

　

小田原市常勤の特別職職員の給与に関する条例の一部を改正する条例

　

小田原市職員の給与に関する条例及び小田原市一般職の任期付職員の採用等に関する

条例の一部を改正する条例

　

小田原市市税条例の一部を改正する条例

　

小田原市保育所条例の一部を改正する条例

小田原市漁港管理条例の一部を改正する条例

　

小田原市道路占用料徴収条例の一部を改正する条例
　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　

　

小田原市水路及び認定外道路に関する条例の一部を改正する条例

　

小田原市準用河川条例の一部を改正する条例

小田原市駅前広場条例の一部を改正する条例

　

小田原市都市公園条例の一部を改正する条例

○規則

　

平成３０年改正条例の施行に伴う給与の支給等の特例に関する規則

　

小田原市斎場条例の一部を改正する条例の施行期日を定める規則

　

小田原市職員の期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則の一部を改正する規則

　

小田原市印鑑条例施行規則の一部を改正する規則

　

小田原市保育所条例施行規則の一部を改正する規則



小田原市議会議員及び小田原市長の選挙における選挙運動の公費負担に関する条例の

一部を改正する条例をここに公布する。

平成３０年１２月 １７日

小田原市長 加

　

藤

　

憲

小田原市条例第４２号

　　

小田原市議会議員及び小田原市長の選挙における選挙運動の公費負担に関す

　　

る条例の一部を改正する条例

　

小田原市議会議員及び小田原市長の選挙における選挙運動の公費負担に関する条例

（平成６年小田原市条例第３９号） の一部を次のように改正する。

　

第２条中 「第６条及び第８条を除き、」 を削る。

第６条中 「小田原市長の選挙における」 及び 「（第８条において 「候補者」 とい

う。）」 を削り、 「１６， ０００枚を」 を 「次の各号に掲げる選挙の区分に応じ当該各

号に定める枚数を」 に、 「１６， ０ ００枚）」 を 「当該各号に定める枚数）」 に改め、

同条に次の各号を加える。

　

（１） 小田原市議会議員の選挙

　

４， ０００枚

　

（２） 小田原市長の選挙

　

１６， ０００枚

第８条中 「１６， ０００枚以内」 を 「第６条各号に掲げる選挙の区分に応じ当該各号

に定める枚数の範囲内」 に改める。

　

附

　

則

１

　

この条例は、 平成３１年３月 １日から施行する。

２

　

改正後の小田原市議会議員及び小田原市長の選挙における選挙運動の公費負担に関

する条例の規定は、 この条例の施行の日 （以下 「施行日」 という。） 以後その期日を

告示される小田原市議会議員の選挙について適用し、 施行日の前日までにその期日を

告示された小田原市議会議員の選挙については、 なお従前の例による。



小田原市職員の勤務時間、 休暇等に関する条例の一部を改正する条例をここに公布す

る。

　　　　　　

平成３０年１２月 １７日

小田原市長 加

　

藤

　

憲

小田原市条例第４３号

　　

小田原市職員の勤務時間、 休暇等に関する条例の一部を改正する条例

小田原市職員の勤務時間、 休暇等に関する条例 （昭和２６年小田原市条例第１７７

号） の一部を次のように改正する。

第８条の２の次に次の１条を加える。

　

（育児又は介護を行う職員の早出遅出勤務）

第８条の３

　

任命権者は、 次に掲げる職員が、 規則で定めるところにより、 その子 （民

法 （明治２９年法律第８９号） 第８１７条の２第１項の規定により職員が当該職員と

の間における同項に規定する特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求した者

　

（当該請求に係る家事審判事件が裁判所に係属している場合に限る。） であって、 当

該職員が現に監護するもの、 児童福祉法 （昭和２２年法律第１６４号） 第２７条第１

項第３号の規定により同法第６条の４第２号に規定する養子縁組里親である職員に委

託されている児童その他これらに準ずる者として規則で定める者を含む。 以下この項

及び次条において同じ。） を養育するために請求した場合には、 公務の運営に支障が

　

ある場合を除き、 規則で定めるところにより、 当該職員に当該請求に係る早出遅出勤

務 （始業及び終業の時刻を、 職員が育児又は介護を行うためのものとしてあらかじめ

　

定められた特定の時刻とする勤務時間の割振りによる勤務をいう。 第３項において同

　

じ。） をさせるものとする。

　

（１） 小学校就学の始期に達するまでの子のある職員

　

（２） 小学校、 義務教育学校の前期課程又は特別支援学校の小学部に就学している子の

　

ある職員であって、 規則で定めるもの

２

　

前項の規定は、 第１６条第１項に規定する要介護者を介護する職員について準用す

　

る。 この場合において、 前項中 「次に掲げる職員が、 規則で定めるところにより、 そ



　

の子 （民法 （明治２９年法律第８９号） 第８１７条の２第１項の規定により職員が当

　

該職員との間における同項に規定する特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求

　

した者 （当該請求に係る家事審判事件が裁判所に係属している場合に限る。） であっ

　

て、 当該職員が現に監護するもの、 児童福祉法 （昭和２２年法律第１６４号） 第２７

　

条第１項第３号の規定により同法第６条の４第２号に規定する養子縁組里親である職

　

員に委託されている児童その他これらに準ずる者として規則で定める者を含む。 以下

　

この項及び次条において同じ。） を養育」 とあるのは、 「第１６条第１項に規定する

　

要介護者のある職員が、 規則で定めるところにより、 当該要介護者を介護」 と読み替

えるものとする。

３

　

前２項に規定するもののほか、 早出遅出勤務に関する手続その他の早出遅出勤務に

　

関し必要な事項は、 規則で定める。

　

第９条第１項及び第４項中 「（民法 （明治２９年法律第８９号） 第８１７条の２第１

項の規定により職員が当該職員との間における同項に規定する特別養子縁組の成立につ

いて家庭裁判所に請求した者（当該請求に係る家事審判事件が裁判所に係属している場

合に限る。） であって、 当該職員が現に監護するもの、 児童福祉法 （昭和２２年法律第

１６４号） 第２７条第１項第３号の規定により同法第６条の４第２号に規定する養子縁

組里親である職員に委託されている児童その他これらに準ずる者として規則で定める者

を含む。 以下この条において同じ。）」 を削る。

、第１３条第１項中 「１の年」 を 「１の年度 （４月１日から翌年３月３１日までをい

う。 以下同じ。）」 に改め、 同条第２項中 「かかわらず、 年」 を 「かかわらず、 年度」

に、 「前年」 を 「前年度」 に、 「で、 年」 を 「で年度」 に、 「その年」 を 「その年度」

に改め、 同条第３項中 「その年」 を 「その年度」 に、 「翌年」 を 「翌年度」 に改める。

　

第１７条第３項中 「１年」 を 「１の年度」 に改める。

　

附

　

則

　

（施行期日）

１

　

この条例は、 平成３１年４月 １日から施行する。 ただし、 第８条の２の次に１条を

加える改正規定及び第９条の改正規定は、 同年１月１日から施行する。

　

（経過措置）

２

　

この条例の施行の日 （以下 「施行日」 という。） の前日に在職する職員に係る施行

　

日から平成３２年３月 ３１日までの間における年次休暇の日数については、 改正後の



第１３条の規定にかかわらず、 改正前の第１３条の規定により受けることができる年

次休暇の日数から、 平成３１年１月１日から同年３月３１日までの間に受けた年次休

暇の日数を減じた日数に５日（小田原市職員の勤務時間、休暇等に関する条例第２条

第２項に規定する再任用短時間勤務職員及び同条第３項に規定する任期付短時間勤務

職員にあっては、 その者の勤務時間等を考慮し５日を超えない範囲内で規則で定める

日数） を加えた日数とする。

３

　

前項の規定の適用を受ける職員に係る平成３２年４月１日から平成３３年３月 ３ １

日までの間における年次休暇の日数に関する改正後の第１３条第３項の規定の適用に

ついては、 同項中 「この項」 とあるのは、 「小田原市職員の勤務時間、 休暇等に関す

る条例の一部を改正する条例 （平成３０年小田原市条例第４３号） による改正前の小

田原市職員の勤務時間、 休暇等に関する条例第１３条第３項」 とする。



小田原市議会議員の議員報酬等に関する条例の一部を改正する条例をここに公布する。

平成３０年１２月 １７日

小田原市長

　

加

　

藤 ，憲

　

一

小田原市条例第４４号

　　

小田原市議会議員の議員報酬等に関する条例の一部を改正する条例

第１条

　

小田原市議会議員の議員報酬等に関する条例 （昭和６３年小田原市条例第１

　

号） の一部を次のように改正する。

　　

第６条第２項中 「１００，分 の １ ７ ７． ５」 を 「１ ０ ０分の１８２． ５」 に改める。

第２条

　

小田原市議会議員の議員報酬等に関する条例の一部を次のように改正する。

　

第６条第２項中 「、 ６月に支給する場合においては１００分の１７２， ５、 １ ２月

　

に支給する場合においては１００分の１８ ２， ５」 を 「１ ００分の１７７． ５」 に改

　

め る。

　

附

　

則

１

　

この条例は、
．公布の日から施行する。 ただ し、 第２条の規定は、 平成３１年４月 １

　

日から施行する。

２

　

第１条の規定による改正後の小田原市議会議員の議員報酬等に関する条例の規定は、

　

平成３０年１２月１日から適用する。



小田原市常勤の特別職職員の給与に関する条例の一部を改正する条例をここに公布す

る。

平成３０年１２月 １７日

小田原市長 加

　

藤

　

憲

小田原市条例第４５号

　　

小田原市常勤の特別職職員の給与に関する条例のー部を改正する条例

第１条

　

小田原市常勤の特別職職員の給与に関する条例 （昭和３７年小田原市条例第４

号） の一部を次のように改正する。

　

第４条の３第２項中 「１００分の１６５」 を 「１００分の１７０」 に改める。

第２条

　

小田原市常勤の特別職職員の給与に関する条例の一部を次のように改正する。

　

第４条の３第２項中 「、 ６月に支給する場合においては１００分の１５０、 １ ２月

　

に支給する場合においては１００分の１７０」 を 「１００分の１６０」 に改める。

　

附

　

則

１

　

この条例は、 公布の日から施行する。 ただし、 第２条の規定は、 平成３１年４月 １

　　　　

，

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

．

　

日から施行する。

２

　

第１条の規定による改正後の小田原市常勤の特別職職員の給与に関する条例の規定

　

は、 平成３０年１２月１日から適用する。



小田原市職員の給与に関する条例及び小田原市一般職の任期付職員の採用等に関する

条例の一部を改正する条例をここに公布する。

平成３０年１２月 １７日

小田原市長 加

　

藤

　

憲

小田原市条例第４６号

　　

小田原市職員の給与に関する条例及び小田原市一般職の任期付職員の採用等

　　

に関する条例の一部を改正する条例

　

（小田原市職員の給与に関する条例の一部改正）

第１条

　

小田原市職員の給与に関する条例 （昭和３７年小田原市条例第５号） の一部を

次のように改正する。

　

第１７条第２項中 「２０， ０ ００円」 を 「２１， ０００円」 に改め、 同条第３項中

　

「２ １， ０ ００円」 を 「２２， ０ ００円」 に改める。

　

第１９条第１項中 「及び第１９条の３」 を 「及び第１９条の３第１項」 に改める。

　

第２０条第２項第１号中 「１００分の９０」 を 「、 ６月に支給する場合においては

　

１００分の９０、 １２月 に支給する場合においては１００分の９５」 に改め、 同項第

　

２号 中 「１００分の４ ２， ５」 を 「、 ６月に支給する場合においては１００分の

　

４ ２． ５、 １２月 に支給する場合においては１００分の４７． ５」 に改め、 同条第４

項中 「次条において同じ。） から」 を 「次条第３項第３号において同じ。） から」 に、

　

「同項」 を 「第２０条第１項」 に、 「次条において同じ。）」」 を 「次条第１項にお

いて同じ。）」」 に改める。

　

附則第８項中 「１００ 分 の １． ３５」 を 「、 ６月 に支給する場合においては１００

分 の １． ３ ５、 １ ２月に支給する場合においては１０ ０ 分 の １． ４ ２ ５」 に、

　

「１ ００分の９０」 を 「、 ６月 に支給する場合においては１００分の９０、 １ ２月 に

支給する場合においては１００分の９５」 に改める。

　

別表第１から別表第５までを次のように改める。



別表第１ （第３条、 第５条の２関係）

　　　　　　　　　　　　　

一 般 職 給 料表 （１）

区分
務
級

職

の
級．

↓ 級（′” 級（ｄ 級４
▲

級ー〇 級ハ○ 級７
十 級（×）

給号 給料月額給料月額給料月額給料月額給料月額給料月額給料月額給料月額
用
以
職

任
員
の

再
職
外
員

　　　　

１↓

円

１００姓
円

０００鰹
円

０００３

　

０

　　

ワ
ム

円

０００総

　　

リ
ム

円

９００８

　

８

　　

リ
ム

円

２００３１９

円

９００鑓

　　　

つ
リ

円

１００

　　

Ｒ
Ｕ４

　

０

リ
ム １４５，２００ １９５，８００ ２３１，６００ ２６４，９００ ２９１，１００ ３２１，４００ ３６５，５００ ４１０，５００

　

ｑ
Ｕ １４６，４００ １９７，６００ ２３３，１００ ２６６，７００ ２９３，４００ ３２３，７００ ３６７，９００ ４１３，０００

４
１ １４７，５００ １９９，４００ ２３４，７００ ２６８，８００ ２９５，５００ ３２５，９００ ３７０，５００ ４１５，４００

　

に
Ｕ １４８，６００ ２００，９００ ２３６，１００ ２７０，５００ ２９７，４００ ３２８，１００ ３７２，４００ ４１７，３００

（○ １４９，７００ ２０２，７００ ２３７，８００ ２７２，４００ ２９９，７００ ３３０，１００ ３７４，９００ ４１９，６００

　

ワ
十 １５０，８００ ２０４，５００ ２３９，３００ ２７４，３００ ３０２，０００ ３３２，３００ ３７７，２００ ４２１，７００

Ｒ
Ｕ １５１，９００ ２０６，３００ ２４０，９００ ２７６，４００ ３０４，２００ ３３４，５００ ３７９，７００ ４２３，９００
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ｎｂｒｏ ２２３，３００ ２７５，０００ ３２１，７００ ３６２，８００ ３７９，３００ ４０２，９００ ４４４，０００ ４７３，６００

０
リ

に
Ｕ ２２４，１００ ２７５，９００ ３２２，９００ ３６３，５００ ３７９，９００ ４０３，２００ ４４４，３００ ４７４，０００

（＝ｖ
Ｇ
Ｕ ２２４，９００ ２７７，０００ ３２４，１００ ３６４，２００ ３８０，６００ ４０３，５００ ４４４，６００ ４７４，３００

１
１ハ〇 ２２５，６００ ２７８，１００ ３２４，８００ ３６４，６００ ３８１，０００ ４０３，８００ ４４４，９００ ４７４，６００

リ
ム

Ｇ
） ２２６，６００ ２７９，１００ ３２５，７００ ３６５，２００ ３８１，７００ ４０４，１００ ４７５，１００

Ｑ
Ｕ

ハリ ２２７，４００ ２８０，０００ ３２６，５００ ３６５，９００ ３８２，３００ ４０４，４００ ４７５，５００

６４ ２２８，３００ ２８１，０００ ３２７，３００ ハ＝ｖ＝^ｖ
Ａ
Ｕ

ハ。（〇Ｑ
Ｕ

（
＝ｖ

ｎ
ｖ

（ＭＵ
リ
ム

Ｒ
Ｕ

Ｑ
Ｕ

（Ｕ^＝ｖ
ワ
十４４ ＝^ｖＵ^Ｑ

Ｕ
に
Ｕ

ヮ
十

４
１

に
Ｕハ〇 ２２９，０００ ２８１，５００ ３２８，２００ ＝^ｖ＝^Ｖ

Ｑ
Ｕ

ハ〇ハ〇Ｑ
Ｕ

（＝ｖ
（＝Ｖ

Ｑ
Ｕ

Ｑ
Ｕ

ＯＸＵ
Ｑ
Ｕ

ｎ
Ｖ＝^ｖ

ハ＝Ｖ
に
Ｕ４０ ＝^ｖ

（＝ＶＪ《
Ｕ

７
十

４
１

ハリＧ
Ｕ ２２９，８００ ２８２，４００ ３２８，６００ （＝ｖ

（＝ｖ
Ｒ
Ｕ

７
十

ｐｏＱ
Ｕ

（
＝ｖ

（＝Ｖ
（Ｑ

Ｕ
Ｒ
Ｕ

Ｑ
Ｕ

ｎ
ｖ＝^ｖ

Ｑ
Ｕ

に
リ４０ ｎ

ｖ＝^Ｖ
《
Ｕ

Ｇ
Ｕ

ワ
十

４
１

７
十

Ｇ
Ｕ ２３０，７００ ２８３，１００ ３２９，３００ ＾

）
（
＝Ｖ

つ
リ

ｎｂＲ
Ｕ

ワリ
ハ＝Ｖ

（＝ｖ
に
Ｕ艇ＱＵ （＝Ｖ

ハ＝ｖ
Ｇ
Ｕ

に
Ｕ４０ ハ＝ｖ

ハ＝ＶＵ^７
十

ヮ
ｆ

４
１

ｎｏＧ
Ｕ ２３１，７００ ２８４，０００ ３３０，１００ ハ＝ｖ＝^ｖ＝^ｖ

（ＭＵ
（○Ｑ

Ｕ ＝^ｖ
（
＝ｖ

↑１

　　

、′
に
Ｕ

ｎｘＵ
Ｑ
Ｕ Ｕ^（

ｖ
（ｕＪ

に
Ｕ４０ ＝^ｖ＝^Ｖ

Ｑ
Ｕ

　　

ー’
７
十

７
十

４
１

９（〇 ２３２，４００ ２８５，０００ ３３０，９００ ハ＝ｖ
ハ＝ｖ

ｑ
Ｕ

Ｑ
）

ね○Ｑ
Ｕ

ハ＝ｖ＝^ｖ
に
Ｕ

に
Ｕ

Ｒ
Ｕ

つ
Ｕ

ｎ
Ｕ＝^ｖ

１↓

　　

．・′
Ａ
Ｖ４０ ＝^Ｖ

（＝Ｖ
Ｒ
Ｕ

ワ
十

ヮ
十

４
１

ハ
＝ｖ

ヮ
ｔ ２３３，１００ ２８５，８００ ３３１，６００ ハ＝ｖ＝^ｖ

（扇ゾｕ^リ
ｐｏＱ

Ｕ
ハ＝ｖ＝^ｖ

（
＝ｖ

（〇Ｒ
Ｕ

ハーリ
ｎ
ｖ＝^ｖ４《

＝Ｕ４０ ｎ
ｖＵ^ＪＲ

Ｕ
ヮ
十

４
１

１↓７
ｔ ２３３，７００ ２８６，６００ ３３２，３００ ｏ

ｖ
ハ＝ｖ

《
）

ハ＝ｖ
ヮ
十

Ｑ
Ｕ ＝^ｖ

（＝ｖ
に
Ｕ

（〇Ｒ
Ｕ

Ｑ
Ｕ ＝^＝Ｖ

（＝ｖ
ヴ
十

ハリ（Ｕ４
ュ

（＝Ｖ
ハ＝Ｖ

に
Ｕ

Ｒ
Ｕ

７
十

４
１

リム
７
十 ２３４，５００ ２８７，４００ ３３３，０００ ハ＝ｖ＝^Ｖ

ｎ４．↓ヮ
十

Ｑ
Ｕ ＝^ｖ＝^ｖ

１↓

　　

・′
ヮ
十

Ｒ
Ｕ

つ
リ

ｎ
ｖ＝^Ｖ

（＝Ｖ
ヮ
ｔ

ｎ
Ｖ

４
１ ＝^Ｖ＝^Ｖ

Ｒ
Ｕ

Ｒ
Ｕ

ヮ
十

４
１

Ｑ
Ｕ

ヴ
十 ２３５，３００ ２８８，２００ ３３３，５００ ＝^ｖ＝^ｖ

に
Ｕ◆」ヮ

十
Ｑ
Ｕ ＝^Ｖ＝^ｖ４

　　

’▼
７
十

Ｒ
）

Ｑ
Ｕ ＝^ｖ＝^ｖ

リ
ム

７
十

ｎ
Ｖ４ ハ＝Ｖ

（ＵＪＱ
Ｕ

ヮ
ｆ

４
１

７４ ２３６，０００ ２８８，７００ ３３４，１００ ハ＝ｖ
ハ＝ｖ

１１

　　

．ー′
リム７

十
Ｑ
Ｕ ＝^ｖ

ハ＝ｖ
ｎｘＵ

ワ
十Ｒ

）
つ
リ

ｎ
ｖ＝^Ｖ

に
Ｕ

ヮ
十

（＝Ｖ
Ａ
Ｉ ＝^Ｖ＝^Ｖ

Ｇ
Ｕ

Ｑ
）

ヮ
十

４
１

に
Ｕ

ヮ
十 ２３６，７００ ２８９，１００ ３３４，６００ ＝^ｖ＝^Ｖ

Ｒ
Ｕ

リ
ム

ヮ
◆

ｎｄ ＝^Ｖ＝^ｖ
リ
ム

ｎｘＵ
Ｒ
Ｕ

ワリ
（
＝Ｖ

（＝ｖ
ＯＯワｆ（

ｖ
△
ユ

ハ＝Ｖ
（Ｕ（＝Ｖ＝^ｖ４８

７６ ２３７，３００ ２８９，６００ ３３５，２００ ＝^ｖ４０ｑ
リ

ヴ
ｆ

Ｑ
Ｕ

ｎ
ｖ＝^ｖ

ｐｏＲ
Ｕ

Ｒ
Ｕ

り、Ｕ ＝^ｖ＝^Ｖ
ｎ
ｖ

Ｑ
Ｕ

ハ＝ｖ
４
１

ハ＝Ｖ
（＝Ｖ

つ
リ

ハ＝＝Ｖ
ｎｂ４

７
十

ヮ
十 ２３８，０００ ２８９，８００ ３３５，５００ ハ＝ｖ

（
ｖ

ｎＸＵ
ワリ７

十
Ｑ
Ｕ

（＝Ｖ
ハ＝Ｖ

（ＭＵ
Ｑ
Ｏ

Ｒ
Ｕ

ｑ
Ｕ

（
ｖ＝^ｖ

リムＲ
Ｕ＝^Ｖ

４
１

Ｒ
Ｕ

ワ
十 ２３８，８００ ２９０，１００ ３３６，０００ ＝^ｖ＝^Ｖ

Ｑ
Ｕ７４ｑ

Ｕ ＝^Ｖ＝^Ｖ
リ
ム

（》Ｒ
Ｕ

り、Ｕ ＝^ｖ
（
Ｖ

に
Ｕ

ｎｄ^＝ｖ４

（一リ
ヮ
十 ２３９，６００ ２９０，３００ ３３６，４００ ハ＝ｖ

（
Ｖ

（７４Ｑ
Ｕ

（Ｕ^＝Ｖ
に
Ｕ

ハ》Ｒ
）

ｑ
リ ＝^ｖ

ｎ
ｖ

Ｒ
Ｕ

Ｒ
Ｕ＝^ｖ４

ＯＲＵ ２４０，３００ ２９０，７００ ３３６，９００ ＝^Ｖ＝^Ｖ４だｎＵ
ヮ
十

Ｑ
Ｕ

（
ｖ

（＝Ｖ
Ｒ
Ｕ

（ｕソ
Ｒ
Ｕ

へ、Ｕ
（
ｖ

（＝Ｖ
（＝ｖ

○
リ４０

１１Ｒ
Ｕ ２４０，８００ ２９０，９００ ３３７，３００ ｎ

ｖ＝^Ｖ
（ＭＪ

に
Ｕ

７
十

ワリ
ｎ
ｖ

（
ｖ

（＝Ｖ
ハ＝ｖ

（ＭＵ
Ｑ
Ｕ ＝^ｖ

ｎ
ｖ

リ
ム

（ＭＵ４０

リ
ム

ｎｘＵ ２４１，５００ ２９１，１００ ３３７，８００ （Ｕ（＝Ｖ
に
Ｕ

ハリ７
十

Ｑ
Ｕ ＝^ｖ

ハＵへ〇＝^ｖ
Ｑ
Ｕ

Ｑ
Ｕ

ハ＝ｖ
＾
＝Ｖ

に
Ｕ

（“Ｕ
４０

つＪｎＸＵ ２４２，２００ ２９１，５００ ３３８，３００ （
ｖ＝^＝ｖ＝^Ｖ

ヮ
十

７
十

ワリ
＾
＝ｖＵ^Ｇ

Ｕ
ハ＝ｖ

（ＭＪ
Ｑ
Ｊ

（＝Ｖ
ｎ
ｖ

ｎｏ（ＭＵ４０

Ａ
Ｉ

Ｒ
） ２４２，９００ ２９１，８００ ３３８，８００ ｎ

ｖ
ｎ
Ｖ

“ｄヮ
十

ワ
十

ｑ
Ｕ

（＝ｖ＝^ｖ
Ｒ
Ｕ

ハ＝Ｖ
ハｕリ

Ｑ
Ｕ ＝^＝ｖ

（
＝ｖ＝^ｖ

　　

、′
＝^Ｖ

１↓４
１

に
Ｕ

Ｑ
Ｕ ２４３，５００ ２９２，１００ ３３９，１００ ＝^Ｖ

＾
＝Ｖ

ヮ
十

ヮ
十

７
十

Ｑ
Ｕ ＝^ｖ

（＝ｖ
ハ
＝Ｖ

１
ー（ＭＪ

Ｑ
Ｕ

（
Ｖ

ハ＝Ｖ
リ
ム

　　

・′
＝^ｖ

１↓４
ュ

ハリｎＸＵ ２４４，２００ ２９２，４００ ３３９，５００ ＝^Ｖ
（＝Ｖ

リ
ム

Ｒ
Ｕ

ワ
十

ｑ
Ｕ ＝^ｖ

（
＝ｖ

ｑ
リ

１
ｉ（一リ

Ｑ
Ｕ

７
十

Ｒ
）

２４４，９００ ２９２，７００ ３４０，０００ （＝Ｖ＝^＝ｖ
Ａ
Ｕ

ｎＸＵ
ヮ
十

“、Ｕ ＝^ｖ
ハ＝ｖ

ハ○．↓（ｕＶ
ｑ
Ｕ



８９ ２４６，１００ ２９３，４００ ３４０，７００ ３７９，４００ ３９２，０００

９０ ２４６，６００ ２９３，８００ ３４１，１００ ３７９，９００ ３９２，３００

９１ ２４６，９００ ２９４，１００ ３４１，６００ ３８０，３００ ３９２，６００

９２ ２４７，３００ ２９４，５００ ３４２，０００ ３８０，７００ ３９２，８００

９３ ２４７，６００ ２９４，７００ ３４２，２００ ３８１，０００ ３９３，０００

９４ ２９４，９００ ３４２，６００

９５ ２９５，２００ ３４３，１００

９６ ２９５，６００ ３４３，５００

　　　　　　

．

９７ ２９５，８００ ３４３，７００

９８ ２９６，１００ ３４４，１００

９９ ２９６，５００ ３４４，５００

１００

　

ｒ ２９６，９００ ３４４，８００

１０１ ２９７，１００ ３４５，
ｒｌｏｏ

１０２ ２９７，４００ ３４５，５００

１０３ ２９７，８００ ３４５，９００

１０４ ２９８，１００ ３４６，３００

１０５ ２９８，３００ ３４６，８００

１０６ ２９８，６００ ３４７，２００

　　　　　　　

．

１０７ ２９９，０００ ３４７，６００

１０８ ２９９，３００ ３４８，０００

１０９ ２９９，５００ ３４８，５００

１１０ ２９９，９００ ３４８，９００

　　　　　　　　　　　　　　　

′

１１１ ３００，３００ ３４９，２００

１１２ ３００，６００ ３４９，５００

１１３ ３００，８００ ３５０，０００

１１４ ３０１，０００

１１５ ３０１，３００

１１６ ３０１，７００

　　　　　　　　　　　　　　　　　

．

１１７

　　

「 ３０１，９００

１１８ ３０２，１００

１１９ ３０２，４００

　　　　　　　

′

１２０ ３０２，７００

１２１ ３０３，１００

１２２ ３０３，３００

１２３ ３０３，６００

１２４ ３０３，９００

１２５ ３０４，２００

再任用
職員

１８７，７００ ２１５，２００ ２５５，２００ ２７４，６００ ２８９，７００ ３１５，１００ ３５６，８００ ３８９，９００

備考

　

新たにこの表の適用を受けることとなった職員の給料月額は、 この表の額に

　

かかわらず、 １級の１７号給を受ける職員にあっては１５８，３００円と、 １級の２５

　

号給を受ける職員にあっては１７４，５００円と、 １級の３３号給を受ける職員にあっ

　

て は １８８，４００円とする。



別表第２ （第３条、 第５条の２関係）

　　　　　　　

一般 職 給 料表

区分
職務の級 級．

↓ 級２ 級Ｑ
Ｕ 級４

ー 級ｒｂ

号給 給料月額 給料月額 給料月額 給料月額 給料月額
職
の

用
外

任
以
員

再
員
職

、

　　　

．．

円

４００３

　

０

　　　

１
ｉ

円

９００頒
円

６０００

　

３

　　　

リ
ム

円

１００５

　

０

　　

リ
ム

円

２００７

　

９

　　

リ
ム

　

２ １３１，３００ １８３，４００ ２０４，８００ ２５１，３００ ２８１，１００

　

３ １３２，３００ １８４，９００ ２０６，２００ ２５２，４００ ２８２，９００

△
ェ １３３，２００ １８６，３００ ２０７，５００ ２５３，６００ ２８４，７００

　

５ １３４，２００ １８７，６００ ２０８，８００ ２５４，５００ ２８６，５００

ハ○ １３５，２００ １８９，１００ ２１０，２００ ２５５，８００ ２８８，３００

　

７ １３６，２００ １９０，５００ ２１１，６００ ２５６，９００ ２９０，０００

Ｒ
Ｕ １３７，２００ １９１，８００ ２１３，０００ ２５８，１００ ２９１，８００

》^ １３８，０００ １９３，２００ ２１４，３００ ２５９，２００ ２９３，３００

＝^ｖ
１
▲ １３９，０００ １９４，２００ ２１５，９００ ２６０，１００ ２９５，１００

　

１１ １４０，０００ １９５，５００ ２１７，５００

　　

２６１，３００ ２９６，８００

リ
ム

１
↓ １４１，１００ １９６，６００ ２１８，９００ ２６２，５００ ２９８，６００

Ｑ
Ｕ

１↓ １４１，９００ １９７，８００ ２２０，１００ ２６３，５００ ３００，０００

４
１

１１ １４２，９００ １９８，９００ ２２１，６００ ２６４，６００ ３０１，７００

に
Ｕ

１１ １４３，９００ ２００，０００ ２２３，１００ ２６５，６００ ３０３，３００

Ｇ
Ｕ

．↓ １４４，９００ ２０１，１００ ２２４，４００ ２６６，６００ ３０４，８００

７
十

１↓ １４６，０００ ２０２，１００ ２２５，３００ ２６７，６００ ３０６，３００
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ム

（＝ｖ
ハ＝Ｖ

ヮ
十

　　

．・′′
ｒｏ１↓Ｑ

Ｕ
＾
＝Ｖ＝^ｖ

《
Ｕ６４Ｑ

Ｕ

Ｑ
Ｕ

ｎｘＵ ２１８，３００ ２５８，１００ ＝^ｖ＝^Ｖ
Ａ
Ｉ

ハ
＝ｖ

（ＭＵ
リ
ム

ハ＝ｖ
（
ｖ＝^Ｖ

　　

．・′
Ｇ
Ｕ

１１Ｑ
Ｕ

（
＝ｖ＝^ｖ

１
↓

　　

．・′
に
Ｕ

《
Ｕ

リ
リ

４
１

ｎＸＵ ２１９，０００ ２５８，４００ ハ＝Ｖ
（＝ｖ

（ｕリ
（＝Ｖ

（》リ
ム

（＝ＶＶ^ワリ

　　

．’
Ｇ
Ｕ

Ｔ↓つ
リ

ハ＝ｖ
ハ＝Ｖ

Ｇ
Ｕ

に
Ｕ

Ｒ
Ｕ

へ〇

に
Ｕ

ｎｏ ２１９，６００ ２５８，６００ ＝^ｖ＝^Ｖ
Ｑ
Ｕ◆」（一リ

リ
ム Ｏ（ｖに

Ｕ
ハ○１↓Ｑ

Ｕ ＝^Ｖ
ｎ
ｖ＝^Ｖ

Ｇ
Ｕ

Ｒ
Ｕ

Ｑ
Ｕ

《
Ｕ

Ｑ
Ｕ ２２０，１００ ２５８，８００ （Ｕ（＝Ｖ

（》Ｌ
つ

（ＭＵ
リム

（＝Ｖ
ハ＝ｖ

（ＭＪ

　　

．’
ｎｏ１

↓
Ｑ
Ｕ

（
ｖ

（＝ｖ
に
Ｕ

Ｇ
Ｕ

Ｇ
Ｕ

ハーリ

ワ十Ｒ
）

２２０，６００ ２５９，１００ ＾
Ｖ^＝ｖ

に
Ｕ

リ
ム

（ＭＵ
リ
ム

（＝ｖ
ハ＝Ｖ

リ
ム

　　

．’
ヮ
十

１
↓Ｑ

Ｕ
＾
Ｖ＝^ｖ

（
ｖ

ヮ
十Ｕ

Ｑ
Ｕ

Ｒ
Ｕ

Ｒ
Ｕ

２２１，３００ ２５９，４００ ＝^Ｖ
（
ｖ

１↓

　　

ー，
Ｑ
リ

（》リ
ム Ｕ^ハ＝ｖ

△
ェ

　　

・′
７
十

１↓Ｑ
Ｕ ＝^ｖ＝^ｖ

に
Ｕ

ヮ
十

ハ○Ｑ
Ｕ



（＝Ｖ
（》 ２２２，４００ ２５９，８００ ２９３，９００ ３１７，９００

１↓（》 ２２３，０００ ２６０，２００ ２９４，４００ ３１８，２００

リ
ム

（ＭＵ ２２３，５００ ２６０，４００ ２９４，８００ ３１８，５００

Ｑ
Ｕ

（ｕリ ２２３，９００ ２６０，７００ ２９５，２００ ３１８，７００

９４ ２２４，４００ ２６１，１００ ２９５，７００ ３１９，０００

に
Ｕ

（ｕリ ２２４，９００ ２６１，４００ ２９６，２００ ３１９，３００

（○（》 ２２５，４００ ２６１，７００ ２９６，７００ ３１９，５００

ヮ
ｆ

Ｑ
Ｊ ２２５，７００ ２６１，９００ ２９７，０００ ３１９，７００

ｎｄ（》 ２２６，２００ ２６２，２００ ２９７，４００ ３２０，０００

（》Ｑ
Ｊ ２２６，７００ ２６２，４００ ２９７，９００ ３２０，３００

ハ＝Ｖ＝^＝ｖ
１↓ ２２７，２００ ２６２，７００ ２９８，４００ ３２０，５００

１１＝^Ｕ
１
１ー

２２７，６００ ２６３，０００ ２９８，８００ ３２０，７００

リ
ム

ｎ
ｖ

１
１ー

２２８，１００ ２６３，２００ ２９９，２００

ｑ
Ｕ

＾
＝Ｖ

１↓ ２２８，７００ ２６３，５００ ２９９，５００

Ａ
Ｉ

ｎ
＝Ｖ

１
↓ ２２９，３００ ２６３，８００ ２９９，８００

に
Ｕ

ハ＝ｖ
１↓ ２２９，７００ ２６４，０００ ３００，１００

Ｒ
Ｕ

（
Ｖ

１１ ２３０，２００ ２６４，２００ ３００，５００

ヮ
十

（
ｖ

Ｔｔｉ ２３０，５００ ２６４，５００ ３００，９００

Ｒ
）＝^Ｖ

１
↓ ２３０，９００ ２６４，７００ ３０１，３００

Ｑ
ＵＵ^１

↓ ２３１，１００ ２６５，０００ ３０１，６００

＝^Ｖ
１↓１

↓ ２３１，５００ ２６５，３００ ３０２，０００

　

１１１ ２３２，０００ ２６５，６００ ３０２，４００

リ
ム

１↓１１ ２３２，４００ ２６５，８００ ３０２，７００

つ
リ

１
↓

１
１ ２３２，６００ ２６６，０００ （

Ｖ＝^Ｖ
（》リ

ム
ｎ
ｖ

ｑ
リ

Ａ
Ｉ旦 ２３３，１００ ２６６，３００ ＝^ｖ＝^Ｖ

リムＱ
Ｕ＝^Ｖ

Ｑ
Ｕ

に
Ｕ

１↓１
↓ ２３３，６００ ２６６，５００ ＝^ｖ

（＝Ｖ
に
Ｕ

Ｑ
Ｕ＝^ｖ

Ｑ
Ｕ

Ｒ
Ｕ

１↓１
↓ ２３４，１００ ２６６，７００ （

Ｖ＝^Ｖ
７
十

Ｑ
Ｕ

ｎ
ｖ

Ｑ
Ｕ

ワ
十

１↓１
１ ２３４，４００ ２６７，０００ ＝^ｖ＝^Ｖ》^Ｑ

Ｕ
ハ＝Ｖ

Ｑ
Ｕ

ｎｘＵ旦 ２３４，８００ ２６７，３００ ハ＝ｖ＝^Ｖ
リ
ム４^＝ＶＱ

Ｕ

（ｕリ１１ ２３５，２００ ２６７，６００ ＝^ｖ
（＝Ｖ

に
Ｕ４ｎｖワ

リ

＾
＝Ｖ

リ
ム

１
１ー

２３５，６００ ２６７，９００ ＝^ｖＵ^７
十４ハ＝ＶＱ

Ｕ

１１リ
ム

↑↓ ２３６，０００ ２６８，１００ ＝^ｖ
（
Ｖ

（ＭＵ４ｎｖＱ
Ｕ

リ
ム

リム１↓ ２６８，３００ ハ＝Ｖ＝^Ｖ
リ
ム

に
Ｕ

ｎ
ｖ

Ｑ
Ｕ

Ｑ
Ｕ

リ
ム

．↓ ２６８，６００ ＝^ｖ
（＝Ｖ

に
Ｕ

に
Ｕ

ｎ
＝ｖ

Ｑ
Ｕ

４
１

リム１↓ ２６８，９００ ＝^ｖ＝^Ｖ
ヮ
十

に
Ｕ

＾
＝ｖ

リリ

に
Ｕ

リ
ム

１↓ ２６９，１００ ＝^ｖ
（
Ｖ

（ＭＵ
に
Ｕ＝^Ｖ

Ｑ
Ｕ

ハ〇リ
ム

１↓ ２６９，３００ ＝^Ｖ
（＝Ｖ

リ
ム

《
Ｕ

ｎ
Ｖ

Ｑ
Ｕ

　　　　　

・
ヮ
十

リ
ム

１↓ ．

　　　　　

， ２６９，６００ （
ｖ

ｎ
ｖ

に
Ｕ

《
Ｕ

＾
＝Ｕ

Ｑ
Ｕ

ｎｘＵ
リ
ム

１↓ ２６９，９００ ＝^ｖ＝^Ｖ
ワ
十Ｕ

（＝Ｖ
Ｑ
Ｕ

（》リ
ム

１↓ ２７０，１００ ＝^Ｖ
ハ＝Ｖ

（》《
Ｕ

（＝ＵＱ
Ｕ

ハ＝ｖ
Ｑ
Ｕ

１
１ー

２７０，３００ ハ＝ｖ＝^Ｖ
リ
ム

ヮ
十

ｎ
）

Ｑ
Ｕ

１
↓

Ｑ
Ｕ

１↓ ２７０，６００ ＝^Ｖ
（
ｖ

に
Ｕ

７
十＝^ｖ

Ｑ
Ｕ

リ
ム

Ｑ
Ｕ

１
↓ ２７０，９００ ＝^Ｖ

（Ｕ７
ｆ

ヮ
十

（＝ｖ
Ｑ
Ｕ

ｑ
リ

Ｑ
Ｕ

１↓ ２７１，１００ （
ｖ

ハＵＱ
Ｕ

ヮ
丁

（＝ｖ
Ｑ
Ｕ

△
ェ

ワ
リ

１↓ ２７１，３００

ｒｏＱ
Ｕ

１↓ ２７１，６００

Ａ
Ｖ

Ｑ
Ｕ

１
１ー

２７１，９００



再任用職
員

１９３，６００ ２０４，７００ ２２３，２００ ２４４，０００ ２７４，７００



別表第３ （第３条、 第５条の２関係）

医療職給料表 （１）

区分
職務の級 級．

↓ 級（Ｚ 級（一Ｕ 級４
ー

級ｒｏ

給号 給料月額 給料月額 給料月額 給料月額 給料月額

用
以
職

任
員
の

再
職
外
員

　　　　　

１１

円

９００４

　

７

　　　

リ
ム

円

１００

　　　

ｎｄ

　　　

Ｑ
Ｕ

　　　

Ｑ
Ｕ

円

９００９

　

７

　　　

ｑ
Ｕ

円

７００

　　

Ｌ
つ

　　　

ヮ
十

　　

Ａ
Ｉ

円

５００

　　

ハ○

▲

　

５

　

６

　

２ ２５０，４００ ３３６，１００ ４００，８００ ４７４，０００ ５６９，６００

　

３ ２５２，９００ ３３９，０００ ４０３，７００ ４７６，２００ ，

　

５７２，７００

Ａ
Ｉ ２５５，４００ ３４２，０００ ４０６，５００ ４７８，５００ ５７５，８００

　

５ ２５７，６００ ３４４，７００ ４０９，１００ ４８０，７００ ５７８，７００

ハ〇 ．２６１，４００ ３４８，０００ ４１１，８００ ４８２，９００ ５８１，１００

　

７ ２６５，２００ ３５１，１００ ４１４，６００ ４８５，１００ ５８３，５００

Ｒ
Ｕ ２６９，０００ ３５４，２００ ４１７，３００ ４８７，３００ ５８５，９００

　

９ ２７２，６００ ３５７，０００ ４１９，５００ ４８９，３００ ５８８，１００

＝^ｖ
１
ｉ ２７６，６００ ３５９，９００ ４２２，２００ ４９１，４００ ５８９，６００

　

１１ ２８０，６００ ３６３，０００ ４２４，８００ ４９３，５００ ５９１，１００

リ
ム

１１ ２８４，６００ ３６６，２００ ４２７，５００ ４９５，６００ ５９２，６００

Ｑ
Ｕ

１
↓ ２８８，ー４００ ３６９，１００ ４２９，９００ ４９７，７００ ５９４，１００

▲な１１ ２９２，４００ ３７２，７００ ４３２，４００ ４９９，８００ ５９５，２００

に
Ｕ

１
ｉ ２９６，３００ ３７５，９００ ４３４，８００ ５０１，９００ ５９６，３００

ハ○１↓ ３００，２００ ３７９，６００ ４３７，３００ ５０４，０００ ５９７，２００

ワ十１１ ３０３，９００ ３８３，２００ ４３９，３００ ５０６，１００ ５９８，４００

Ｒ
Ｕ

Ｔ
↓ ３０７，５００ ３８５，９００ ４４１，７００ ５０８，１００ ．５９９，４００

（ＭＪ
１
▲ ３１１，０００ ＝^Ｖ

ハ＝Ｖ
７
十

Ｒ
Ｕ

ｎｏｑ
Ｕ

（＝ｖ
ハＵ^Ｕ４４ ハ

＝ｖ
ｎ
Ｖ

１
↓

（
＝ｖ

．↓に
Ｕ ＝^Ｖ４０＝^Ｖ＝^Ｖ

《
Ｕ

（＝Ｖ
リ
ム ３１４，６００ ＝^＝ｖ４０Ｌ

つ
（》Ｑ

Ｕ
（
ｖ

（ＵＡ
Ｉ

ハリＡ
Ｉ

（＝ｖ
ハ＝ｖ

１１

　　

’′
０４１

↓
に
Ｕ ＝^Ｖ＝^Ｖ４１

ー＝^Ｖ
Ｇ
Ｕ

１
▲

リ
ム ３１８，２００ ＝^ｖ＝^Ｖハム４ＱＵつ

リ ＝^ｖ＝^ｖ
（》ヮ

十４４ ＝^Ｖ＝^Ｖ
（一リ

Ｑ
Ｕ

．↓に
Ｕ ＝^＝Ｖ４０ｎ４ｎ

ｖ
Ｇ
＝Ｕ

リ
ム

リム ３２１，９００ （Ｕ（
ｖ

Ｒ
Ｕ

Ａ
Ｖ

Ｑ
Ｊ

ワリ ＝^Ｖ＝^ｖ
Ｑ
Ｕ＝^ｖ

に
Ｕ

ハ
． ＝^ｖ

（
Ｖ

ヮ
ｆ

　　

・′
に
Ｕ

１１に
Ｕ

ワ
リリ

ム ３２５，４００ ＝^Ｖ
ハ＝Ｖ４（》（ｕリ

Ｑ
Ｕ

ハＵ^Ｕ〇リ
ム

に
Ｕ４ （＝Ｖ

ｎ
＝Ｕ

ハ○

　　

・′
７
ｆ

１１に
Ｕ

２４ ３２８，９００ （
ｖ

ｎ
ｖ

Ｒ
Ｕ

１
▲４０ ハ＝＝ｖ

ｎ
ｖ

（４にＵ４ ＝^Ｖ＝^ｖ
に
Ｕ

Ｑ
Ｕ

．↓に
Ｕ

に
Ｕ

リ
ム ３３２，４００ ハ

＝ｖ
ｎ
＝Ｖ

Ｒ
Ｕ

Ｑ
Ｕ

ハ＝Ｖ４ （＝）
（
＝ｖ

（《
Ｕ

に
Ｕ４ （＝ｖ＝^Ｖ

リム↑↓リ
ム

に
Ｕ

Ａ
Ｕ

ｎ′ん ３３５，２００ （Ｕハ＝ｖ
１１Ｇ

＝Ｕ＝^Ｖ
４
１ ＝^ｖ＝^ｖ

リ
ム

Ｑ
ソ

に
Ｕ４ ハ＝ｖ

ハ＝Ｖ＝^Ｖ
Ｑ
Ｕ

リ
ム

に
Ｕ

ヮ
十

リ
ム ３３７，８００ ｎ

ｖ
ハ＝ｖ

ｎｄｎｄハ＝ｖ４ ＝^ｖ卿１ーハ○４ （＝Ｖ
（＝ｖ

Ｒ
Ｕ４リムに

Ｕ

ｎｘＵ
リ
ム ３４０，４００ ＝^ｖ

ハ＝Ｖ
《
Ｕ

　　

・′
＝^Ｖ

１
１４ ハＵ（Ｕヮ

十
Ｑ
Ｕ４６ ＾

＝Ｖ
＾
Ｕ

Ｒ
Ｕ

ハ○０４に
Ｕ

（》リ
ム ３４３，２００ ハ＝ｖ

ｎ
Ｖ

Ｏ
Ｕ

　　

’′
リ
ム

１
１４ ハ＝＝Ｖ

ｎ
Ｖ

ｎＸＵ
に
一リＵ４ ＾

＝ｖ＝^ｖ
リムＲ

Ｕ
リ
ム

に
Ｕ

ｎ
＝Ｖ

ｑｄ ３４５，３００ ｎ
Ｖ

ハ＝ｖ＝^Ｖ

　　

．Ｔ′
に
Ｕ

１↓４
１ ＝^ｖ

ハ＝ｖ
１１ｎＸＵ

Ｇ
Ｕ４ ハ＝ｖ＝^ｖ＝^Ｖ

（＝ｖ
Ｑ
Ｕ

に
Ｕ

１↓Ｑ
Ｕ ３４７，５００ ＝^ｖ＝^Ｖ

（＝Ｖ

　　

．’
ヮ
十

１↓４ （＝Ｖ４０＝^ｖ
ヴ
十４ ＝^ｖ

＾
＝Ｖ

Ｑ
Ｕ

１
↓Ｑ

Ｕ
に
Ｕ

リムワ
リ ３４９，９００ ＝^Ｖ

ハ＝ＶＪ（》１１４ ｎ
ｖ＝^Ｖ

ハリリ
ム

ヮ
十４ （Ｕ^＝ｖ

ハ○Ｑ
Ｕ

ｑ
リ

に
Ｕ

３３

　　

′ ３５２，１００ （
Ｖ

（＝Ｖ＝^ｖＬ
「

リ
ム４ ＝^ｖ＝^Ｖ

Ｇ
＝Ｕ７４４ ハ＝ｖ

ｎ
ｖ

リ
ム

に
Ｕ

Ｑ
Ｕ

に
Ｕ

△
ェ

つ
リ ３５４，５００ （

＝Ｖ
ハ＝ｖ

ｎｘＵ
リ
ム

リム
ハ
． ＝^ｖ

ハ＝ｖ
ヮ
十

Ｇ
Ｕ

ヮ
十４ ＝^ｖ

ハ＝ｖ
ハ＝Ｖ

　

Ｊ
ヮ
十

Ｑ
Ｕ

に
Ｕ

に
Ｕ

Ｑ
Ｕ ３５６，７００ ＝^ｖ

ハ＝Ｖ
Ｇ
Ｕ２４４ Ｕ^^＝Ｖ

Ｒ
Ｕ

ｎＸＵ
ヮ
十４ ＝^ｖ＝^Ｖ

７
十

Ｒ
）

Ｑ
Ｕ

に
Ｕ

ハ〇Ｑ
Ｕ ３５９，２００ （

Ｖ＝^Ｖ
Ｇ
Ｕ

ハ〇リ
ム４ ＝^ｖ

（
ｖ

（》ｎ
ｖ４８ ＝^Ｖ

（＝＝Ｖ
に
Ｕ

（
ｖ４にＵ

ヮ
十

Ｑ
Ｕ ３６１，４００ （＝Ｖ

（＝Ｖ
に
Ｕ

Ｒ
Ｕ

リ
ム

Ａ
Ｉ ＝^ｖ

ｎ
ｖ＝^Ｖ

Ｑ
Ｕ

Ｒ
Ｕ４ ｎ

ｖ
（
ｖ

１
１ー

　　

．’
リ
ム５４

Ｒ
Ｕ

ワ
リ ３６３，８００ Ｕ^ハ＝ｖ

に
リ

ハ＝ｖ
Ｑ
Ｕ

ハ
． ＝^Ｖ

ハ＝ｖ
ｎｘＵ４４ ＾

）
ハ＝Ｖ

ヮ
十

“○４にＵ
ハｕリ

Ｑ
Ｕ ３６６，２００ ＝^ｖ４０ｎ△Ｑ

Ｕ４ ｎ
ｖ

ハ＝Ｖ
ハ〇Ｇ

Ｕ
Ｒ
Ｖ４ ＝^Ｖ

（
ｖＪに

Ｕ４にＵ

４０ ３６８，４００ ハ
＝ｖ

（ＵＡ
Ｉ

４
１

ワ
リ

Ａ
Ｉ ＝^Ｖ４０ｎｘＵ郷 ハ＝Ｖ＝^ｖ

ヮ
十

ハ○４にＵ



リ
ム

４
１

３７２，１００ ４３８，０００ ４９１，９００ ５４９，６００

Ｑ
Ｕ

４
１ ３７３，６００

　

４３９，７００ ４９３，７００ ５５１，０００

４４ ３７５，０００ ４４１，５００ ４９５，５００ ５５２，３００

に
Ｕ

Ａ
Ｉ

３７６，２００ ４４３，３００ ４９７，１００ ５５３，５００

Ｇ
Ｕ

▲な ３７７，６００ ４４５，１００ ４９８，８００ ５５４，５００

ヮ
十

４
ュ

３７９，１００ ４４６，９００ ５００，６００ ５５５，５００

密 ３８０，．６００ ４４８，６００ ．

　

５０２，４００ ５５６，５００

４９ ３８１，７００ ４５０，４００ ５０４，０００ ５５７，５００

ｎ
＝Ｖ

に
Ｕ ３８２，７００ ４５２，１００ ５０５，３００ ５５８，４００

１
↓に

Ｕ ３８３，７００ ４５３，９００ ５０６，６００ ５５９，３００

　　

、

リムｒｏ ３８４，５００ ４５５，７００ ５０７，９００ ５６０，２００

“、Ｕ
に
Ｕ ３８５，４００ ４５７’６００ ５０８，９００ ５６１，０００

４
ェ

に
Ｕ ３８６，３００ ４５８，８００ ５１０，２００ ５６１，９００

に
Ｕ

に
Ｕ ３８７，０００ ４６０，０００ ５１１，５００ ５６２，８００

ハ○に
Ｕ ３８７，９００ ４６１，２００ ５１２，８００ ５６３，７００

ヮ
十

に
Ｕ ３８８，６００ ４６２，４００ ５１３，８００ ５６４，６００

Ｒ
Ｕ

に
Ｕ ３８９，５００ ４６３，４００ ５１４，６００ ５６５，５００

（ｕリ
に
Ｕ ３９０，３００ ４６４，４００ ５１５，４００ ５６６，４００

ｎ
ｖ

ハ○ ３９１，１００ ４６５，４００

　

５１６，２００ ５６７，１００

１ｉハ○ ３９１，６００ ４６６，２００ ５１７，１００ ５６８，０００

リムｎｏ ３９２，１００ ４６６，９００ ５１７，９００ ５６８，９００

ｑ
Ｕ

ハ〇 ３９２，５００ ４６７，６００ ５１８，８００ ５６９，８００

６４ ３９３，０００ ４６８，３００ ５１９，６００ ５７０，７００

に
Ｕ

ハ○ ３９３，３００ ４６９，０００ ＝^ｖ＝^ｖ
に
Ｖ

ハ＝ｖ
リ
ム

ｒｏ ハＵ（＝Ｖ
ハ〇Ｌ

つ
ウ
十

に
Ｕ

Ｒ
Ｕ

ｐｈ＝Ｕ
４６９，７００ ハ＝Ｖ４０Ｌ

「
リ
ム

に
Ｕ ＝^ｖ＝^＝Ｖ

に
Ｕ

リ
ム

ワ
丁

に
Ｕ

ヮ
十

Ｇ
Ｕ

４７０，４００ ＝^Ｖ
ｎ
ｖ

１↓

　　

・′
リムリ

ム
に
Ｕ ＝^ｖ４０つ

リ
ヴ
十

に
Ｕ

Ｒ
Ｕ

Ｇ
）

４７１，０００ ハＵ（＝Ｖ
ハ＝Ｖ

Ｑ
Ｕ

リ
ム

に
Ｕ

（＝Ｖ
ハ＝Ｖ

Ｑ
Ｕ７４に

Ｕ

（ｕリ
Ｇ
Ｕ

４７１，３００ （＝ｖ＝^ｖ
（》Ｑ

Ｕ
リ
ム

に
Ｕ

ハ＝Ｖ
ハ＝ｖ

リ
ム

に
Ｕ

ヮ
十

に
Ｕ

ｎ
ｖ

７
十

４７２，０００ ＝^ｖ
ハ＝Ｖ

ヮ
十４リムに

Ｕ

１↓７
十

４７２，７００ ＝^Ｖ
ｎ
Ｕ〇に

リ
リム

に
Ｕ

リ
ム

ヴ
十

４７３，４００ ハ＝Ｖ
ハ＝ｖ

に
Ｕ

ハ○リ
ム

に
Ｕ

Ｑ
Ｕ

ヮ
十 ４７３，８００ （＝Ｖ

ハ＝ｖ
Ｑ
Ｕ

７
十

リ
ム

に
Ｕ

塾 ４７４，４００ ＝^ｖ＝^ｖ
リ
ム

ＯＸＵ
リ
ム

に
Ｕ

に
Ｕ

７
十

４７５，１００ ｎ
ｖ＝^Ｖ

１↓

　　

・１′
Ｑ
Ｕ

リ
ム

に
Ｕ

（〇ワ
十

４７５，８００ （＝Ｖ＝^Ｖ
ｎＸＵ

Ｑ
Ｊ

リ
ム

に
Ｕ

ヮ
十

７
十

４７６，２００ （
ｖ

（＝Ｖ
Ｇ
Ｕ＝^Ｖ

ｑ
リ

に
Ｕ

Ｒ
Ｕ

７
十

．４７６，８００ （＝ｖ＝^ｖ
に
Ｕヰ」Ｑ

Ｕ
に
Ｕ

Ｑ
Ｕ

ヮ
ｆ

４７７，４００ ＝^Ｖ
ハ＝Ｖ４リ

ム
Ｑ
Ｕ

に
Ｕ

ハ＝ｖ
Ｑ
Ｕ ４７７，９００ Ｕ^ｎ

＝Ｖ
Ｑ
Ｕ

つ、Ｕ
Ｑ
Ｕ

に
Ｕ

１１Ｒ
Ｕ

４７８，５００ （＝ｖ＝^ｖＪ４ＱＵに
Ｕ

リ
ム

Ｑ
Ｕ ４７９，０００ ＝^Ｖ

ハ＝Ｖ
ハ＝Ｖ

に
Ｕ
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Ｕ

に
Ｕ
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Ｕ
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Ｕ
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Ｕ

ワ
十
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Ｕ
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十
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４８１，４００ （Ｕｎ
ｖ４ハ》つ

Ｕ
に
Ｕ

Ｒ
Ｕ

Ｒ
Ｕ

４８１，９００ （＝ｖ
ハ＝Ｖ

ｑ
Ｕ＝^Ｖ４にＵ



＝^Ｖｕ^リ
４８３，０００ ５４２，０００

１
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リ
ム

（ ４８４，０００ ５４３，８００

Ｑ
Ｕ
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４
１

Ｑ
Ｕ

４８５，１００ ５４５，５００
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Ｖ
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ｆ
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ｖ
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ム
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職
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Ｇ
Ｕ
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別表第４ （第３条、 第５条の２関係）

　　　　　　　　　　　　　

医 療 職 給料 表 （２

粉
職務の級 級１

↓ 級（！
” 級（ｄ 級４

▲
級ｒｏ 級Ｒ

ｖ

号給 給料月額 給料月額 給料月額 給料月額 給料月額 給料月額

用
以
職

任

員

の

　　　　　　　　　　　　　　　　

．

再
職
外
員

　　　　

１
↓

円

０００４

　

９

円

９００８

　

６

円

１００４

　

８

　　　

リ
ム

円

９００７

　

９

　　　

リ
ム

円

０００２

　

７

　　　

つ
リ

円

１００

　　　

１
↓

　　　

ヮ
十

　　　

ワリ

リム １５０，４００ １８８，５００ ２４９，３００ ２８１，９００ ３２９，０００ ３７３，８００

　

３ １５１，８００ １９０，１００ ２５０，５００ ２８４，１００ ３３１，２００ ３７６，４００

４
ュ

１５３，２００ １９１，７００ ２５１，９００ ２８６，２００ ３３３，４００ ３７９，１００

　

５ １５４，４００ ｝９３，２００ ２５３，１００ ２８８，３００ ３３５，２００ ３８１，５００

ｐｏ １５６，２００ １９４，７００ ２５４，３００ ２９０，４００ ３３７，４００ ３８４，２００

　

７ １５７，９００ １９６，３００ ２５５，５００ ２９２，５００ ３３９，４００ ３８６，８００

ｎｘＵ １５９，６００ １９７，８００ ２５６，６００ ２９４，６００ ３４１，６００ ３８９，５００

（》 １６１，３００ １９９，４００ ２５７，９００ ２９６，６００ ３４３，４００ ３９１，６００

ハ＝＝ｖ
１↓ １６３，０００ ２０１，１００ ２５８，９００ ２９８，８００ ３４５，５００ ３９３，９００

　

１１ １６４，７００ ２０２，７００ ２５９，９００ ３００，９００ ３４７，６００ ３９６，１００

ワ
ム

１１ １６６，５００ ２０４，４００ ２６０，９００ ３０３，１００ ３４９，７００ ３９８，３００

つ
Ｕ

１
１ １６８，０００ ２０５，８００ ２６２，２００ ３０５，１００ ３５１，２００ ４００，４００

△
ェ

．↓ １６９，９００ ２０８，０００ ２６３，５００ ３０７，０００ ３５３，２００ ４０２，４００

に
Ｕ

１
↓ １７１，９００ ２１０，１００ ２６５，１００ ３０９，１００ ３５５，１００ ４０４，４００

ハリ１↓ １７３，８００ ２１２，２００ ２６６，５００ ３１１，１００ ３５７，１００ ４０６，５００

ワ十１１ １７５，７００ ２１４，２００ ２６８，０００ ３１３，１００ ３５８，９００ ４０８，３００

Ｒ
Ｕ

．↓ １７７，６００ ２１６，２００ ２６９，８００ ３１５，１００ ３６０，９００ ４１０，３００

（ＭＪ
１
▲ １７９，４００・ ２１８，１００ （ＵハＵＧ

ＵＬ
つ

ヮ
十

リ
ム

（
Ｖ

（＝ｖ
リ
ム

　　

、′
７
十

１↓Ｑ
Ｕ

（
＝Ｖ＝^ｖｕ^Ｕ

リ
ム

《
Ｕ

ワリ
ハ＝ｖ

ハＵリム

　　

’′
リムＴ↓４

（＝Ｖ
リ
ム １８１，３００ ２２０，０００ （＝ｖ

ハ＝ｖ４Ｑ
Ｕ

７
十

リ
ム ＝^＝Ｖ

ハ＝ｖ
Ｑ
Ｕ

　　

．’
（ｕＶ

１
↓ワリ

（＝ｖ
（＝ｖ

（ＭＵ４ハ〇ｑ
Ｕ

（Ｕ^＝Ｖ
Ｑ
Ｕ

　　

・′
４１１４

１▲リ
ム １８３，２００ ２２２，１００ ハ＝ｖ＝^ｖ

ワ
ム

に
Ｕ

７
ｆ

リ
ム

＾
Ｕ＝^Ｖ

１↓

　　

・７′
１１リムワリ ＝^ｖ＝^ｖ

ワ
十

Ｇ
Ｖ〇Ｑ

Ｕ ＝^Ｖ
ｎ
ｖ

１↓

　　

’′
Ｒ
Ｕ

１
↓４

リ
ム

リ
ム １８４，７００ ２２３，７００ ＝^ｖ

ハ＝ｖ＝^ｖ
７
十

７
十

リ
ム

ハＵ^＝ｖ
１
１

　　

’′
Ｑ
Ｕ

リムＱ
Ｕ ＝^）＝^Ｖ

ワ
十

ｎｏハ〇Ｑ
Ｕ

ｎ
ｖ＝^Ｖ

７
十
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７
十

１↓４

Ｑ
Ｕ

リ
ム １８６，２００ ２２５，３００ ハ＝ｖ＝^ｖ

ｎｂ７８リ
ム ＝^ｖ

ハ＝Ｖ
（２４へ〇 ＝^ｖ＝^ｖ

Ｒ
Ｕ＝^ｖ

ヮ
十

Ｑ
Ｕ

ｎ
ｖ

ハ＝ｖ
ワリ

　　

．Ｔ′
Ｑ
Ｕ

１↓４

Ａ
Ｉ

リ
ム １８７，７００ ２２６，９００ ハ＝ｖ

ハ＝Ｖ
に
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ｎｏリ
ム

ハ＝ｖ＝^Ｖ
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Ｕ

ハ○リ
ム
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ハ＝ｖ
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ム
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十
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Ｕ
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Ｒ
Ｖ
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リ
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Ｕ

リ
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Ｕ

リ
ム
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ｖ

ハ＝Ｖ
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Ｕ
リ
ム

Ｑ
Ｕ ＝^Ｖ＝^Ｖ

ハーリ７４ワ
リ

ハ＝ｖ＝^Ｖ
Ｑ
Ｕ

リ
ム４２

ハ〇リム １９０，６００ ２２９，９００ ＝^Ｖ
ｎ
ｖ

リ
ム概リム ＝^ｖ，

＝^Ｖ
に
Ｕ

（＝Ｖ
ワ
リ

Ｑ
Ｕ
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に
Ｕ

（＝ｖ
１１ ３２５，０００ ３５３，３００ ３９５，９００

Ｇ
Ｕ＝^ｖ

１↓ ３２５，４００ ３９６，４００

７
十＝^＝Ｖ

１↓ ３２５，６００ ３９６，８００

ｎｄ（＝Ｖ
１１ ３２６，０００ ３９７，２００

（》（＝＝Ｖ
１１ ３２６，４００ ３９７，６００

＝^Ｖ
１↓１↓ ３２６，８００ ３９８，１００

　

・１１１ ３２７，２００ ３９８，５００

リ
ム

１
↓

１
１ ３２７，６００ ＝^ｖ

ハ＝ｖ
（ｕリ

ｎｏ（》Ｑ
Ｕ

ｑ
リ

１↓１↓ ３２７，９００ ハ＝Ｖ＝^Ｖ
Ｑ
Ｕ

（》（ワＱ
Ｕ

４
ュｕ ３２８，１００

に
Ｕ

１１１↓ ３２８，５００

ｐｏ１↓１↓ ３２８，８００

ヮ
十

１↓１↓ ３２９，０００

Ｒ
Ｕ

１↓１↓ ３２９，３００

（ＭＵ□ ３２９，６００

（
Ｖ

リ
ム

１↓ ３２９，９００

１
▲リ

ム
１↓ ３３０，１００

１２２． ３３０，４００

Ｑ
Ｕ

リ
ム

１
１ー

３３０，８００

２４↑↓ ３３１，０００

に
Ｕ

リム１↓ ３３１，２００

《
Ｕ

リ
ム

１１ ３３１，４００

７
十

リ
ム

１↓ ３３１，８００

Ｒ
Ｕ

リ
ム

１１ ３３２，０００

（Ｍリ
リ
ム

１１ ３３２，２００

＝^Ｖ
Ｑ
Ｕ

１１ ３３２，６００

ｌ
ｉｑ

Ｕ
１
ュ ３３３，０００

リ
ム

つ
リ

１１ ３３３，４００

ワリＱ
Ｕ

１↓ ３３３，６００

用

　

，

任
員

再
職

１８８，７００ ２１５，３００
，

　

ｎ
＝Ｖ

　

ハ
＝Ｕ

　

に
Ｕ

　

Ｑ
Ｕ２

　

４ （＝Ｖ＝^ｖ
Ｑ
Ｊ

Ｇ
）

に
Ｕ

リ
ム

ハ＝Ｖ
ハ＝Ｖ

１
１

　　

・′
リ
ム

ｎＸＵ
リム

ハ＝ｖ
ハ＝ｖ

Ｑ
Ｕ

リ
ム

リ
ム

Ｑ
Ｕ



別表第５ （第３条、 第５条の２関係）

　　　　　　　　　　　　　

医療 職 給 料 表 （３

殴
職務の級 級１

↓ 級（乙 級ｑ
Ｕ 級４

▲
級ｒｏ 級ハｈｖ

号給 給料月額 給料月額 給料月額 給料月額 給料月額 給料月額

用
以
職

任
員
の

再
職
外
員

　　　　

１↓

円

０００６

　

３

円

５００９

　

０

円

５００３

　

８

　　　

リ
ム

円

１００

　　

＋」

　　

《
）

　　　

リ
ム

円

９００矯

　　　

リ
ム

円

１００

　　

ハＵ

　　　

ワリ

　　　

Ｑ
Ｕ

　

２ １６４，４００ １９２，６００ ２４０，３００ ２６２，１００ ２８７，７００ ３３２，２００

　

３ １６５，９００ １９４，７００ ２４２，１００ ２６３，０００ ２８９，５００ ３３４，２００

Ａ
Ｉ

１６７，３００ １９６，７００ ２４３，９００ ２６４，１００ ２９１，４００ ３３６，４００

　

５ １６８，８００ １９８，８００ ２４５，３００ ２６４，７００ ２９３，１００ ３３８，４００

だ。 １７０，３００ ２０１，１００ ２４６，６００ ２６５，７００ ２９４，９００ ３４０，５００

　

７ １７１，８００ ２０３，４００ ２４７，７００ ２６６，５００ ２９６，８００ ３４２，６００

Ｒ
Ｕ １７３，３００ ２０５，７００ ２４９，０００ ２６７，５００ ２９８，６００ ３４４，７００

（ＭＵ １７４，６００ ２０８，１００ ２５０，０００ ２６８，６００ ３００，５００ ３４６，２００

＝^Ｖ
ｌｉ １７６，３００ ２０９，５００ ２５１，１００ ２６９，４００ ３０２，４００ ３４８，２００

１１．↓ １７７，９００ ２１０，９００ ２５２，０００ ２７０，５００ ３０４，２００ ３５０，１００

リ
ム

１１ １７９，４００ ２１２，・１００ ２５２，９００ ２７１，７００ ３０６，１００ ３５２，１００

Ｑ
Ｕ

１
１ １８０，９００ ２１３，５００ ２５４，１００ ２７３，０００ ３０７，６００ ３５４，０００

△
ェ

．↓ １８２，９００ ２１４，９００ ２５５，２００ ２７４，２００ ３０９，２００ ３５６，１００

に
Ｕ

．↓ １８４，９００ ２１６，４００

　

２５６，０００ ２７５，４００ ３１１，０００ ３５８，２００

Ｇ
Ｕ

１１ １８６，９００ ２１７，６００ ２５７，０００ ２７６，８００ ３１２，８００ ３６０，２００

ヮ
十

．↓ １８９，１００ ２１９，０００ ２５７，６００ ２７８，１００ ３１４，５００ ３６２，２００

ｎｄ１１ １９１，２００ ２２０，５００ ２５８，５００ ２７９，５００ ３１６，１００ ３６４，２００

（１
▲ １９３，３００ ２２２，０００ Ｕ^（Ｕに

Ｕ
（ｕリ

に
Ｕ

リ
ム ＝^ｖ

ハ＝Ｖ
ワ
十＝^ｖ

Ｒ
Ｕ

リ
ム

ハ＝ｖ＝^ｖ
ｎパＵ

ヮ
ｆ

１↓つ
Ｕ ＝^Ｖ＝^Ｖ

Ｑ
Ｕ

《
Ｕ

ハｈｖ
ｎｄ

＝^）
リ
ム １９５，４００ ２２３，５００ ｎ

ｖ４＝^ｖ
ハ○リム ＝^Ｖ＝^Ｖ＝^Ｖ

リ
ム

Ｒ
）

リ
ム ＝^Ｖ＝^Ｖ

に
Ｕ

　　

・′
（ｕリ

１↓Ｑ
Ｕ

ハ＝Ｖ
ハＵ４Ｒ

Ｕ
Ｇ
）

ｎｄ

１↓リム １９７，５００ ２２４，７００ ハ＝ｖ＝^Ｖ
Ｑ
Ｕ

　　

．’
１１Ｒ

Ｕ
リ
ム

（
ｖ＝^Ｖ

Ｇ
Ｕ

Ｑ
Ｕ

ｎＫＵ
リ
ム

ｎ
ｖ

（＝Ｖ
（ｕリ＝^ｖ

リ
ム

Ｑ
Ｕ

（＝Ｖ
ｎ
Ｖ

１↓

　　

．’＝^Ｖ
ヮ
十

つ
Ｕ

リ
ム

リ
ム １９９，７００ ２２６，４００ ハ＝ｖ＝^Ｖ

Ｑ
Ｕ

リ
ム

ハ〇リ
ム

＾
Ｖ＝^ｖ

リムに
ソ

ｎｂリム
（
＝ｖ４０リ

ム
リ
ム

Ｑ
Ｕ

（＝ｖ
＾
ｖ

リ
ム

リム
７
十

ｑ
Ｕ

ワ
リ

リ
ム ２０１，９００ ２２８，１００ ＝^Ｖ

（Ｕリ
ム

Ｑ
Ｕ

ね○リ
ム

（＝Ｖ
ハ＝＝ｖ

ヮ
十

ハ○Ｒ
）

リ
ム ＝^ｖ

（
ＶＱ

Ｕ
つＪリ

ム
Ｑ
Ｕ ＝^ｖ＝^ｖ

ワリ塾へ〇

Ａ
Ｉ

リ
ム ２０４，１００ ２２９，８００ ｎ

ｖ
＾
＝Ｖ

リ
ム４ＧＵリ

ム ＝^ｖ＝^ｖ
１
↓

　　

、′
ｎｂｎＸＵ

リ
ム ＝^Ｖ＝^Ｖ４に

一Ｕ
リ
ム

Ｑ
Ｕ

ハ＝Ｖ
ハ＝ｖ

り、Ｕ
ハリヮ

十
Ｑ
Ｕ

にＵリ
ム ２０６，１００ ２３１，１００ ハ＝ｖ４０に

Ｕ〇リ
ム

ハ＝Ｖ４０（ｕリ
Ｑ
Ｕ

リ
ム

（＝Ｖ＝^Ｖ
ｎｘＵ

ね○リ
ム

（〇 ｎ
ｖ＝^Ｖ

ワ
リ

Ｒ
Ｕ

ワ
十Ｑ

Ｕ

Ｇ
Ｕ

リ
ム ２０７，４００ ２３２，８００ ハ＝ｖ＝^ｖ

に
Ｕ

Ｇ
Ｕ

ｐｏＯＡ （
ｖ

ハ＝Ｖ
リ
ム◆」Ｑ

Ｕ
リ
ム ＝^Ｖ

ハ＝Ｖ
リ
ムＲ

Ｕ
リ
ム

Ｑ
Ｕ

（
ｖ

（＝Ｖ
Ｑ
Ｕ

（》ヮ
ｆ

ワ
リ

ヴ
十

リ
ム ２０８，６００ ２３４，５００ ＝^ｖ＝^Ｖ

ヮ
◆

７
十

ｎｏリ
ム ＝^Ｖ

ハ＝＝ｖ
ハＵＱ

Ｕ
（》リ

ム
（＝ｖ

ハ＝ｖ
ヮ
十

Ｑ
Ｕ

リ
ム

Ｑ
Ｕ

＾
Ｕ

ｎ
＝Ｖ

Ｒ
Ｕ

Ｌ
「

ｎＸＵ
ハ〇

Ｒ
Ｕ

リ
ム ２０９，９００ ２３６，２００ ハ＝Ｖ

（＝ｖ
（》Ｒ

Ｕ
Ｇ
Ｕ

リ
ム ＝^ｖ

ハ＝＝Ｖ
ヮ
十９４リ

ム
ハ＝ｖ

（＝Ｖ
つ
リＬ

つ
ｎｄＱ

Ｕ ＝^ｖ
（＝ｖ

ワ十へ〇Ｒ
）

Ｑ
Ｕ

（リ
ム ２１１，１００ ２３７，８００ ｎ

ｖ
（＝＝Ｖ

１
↓

　　

’′
ハ＝ｖ

ヮ
十

リ
ム ＝^ｖ＝^ｖ＝^ｖ

《
）

（ーＪ
リ
ム ＝^ｖ

ハ＝Ｖ
Ａ
Ｉ

リ
ム

ワ
リ

Ｑ
Ｕ ＝^ｖ＝^Ｖ

に
Ｕ

に
Ｕ

ｎＸＵ
ｎｏ

＝^ｖ
ｑ
Ｕ ２１２，２００ ２３９，２００ ＝^ｖ＝^ｖ

ハ○１
ー７

十
リ
ム

（＝Ｖ
（＝Ｖ

ハ○７
十

Ｑ
Ｖ

リ
ム ＝^Ｖ

ハ＝Ｖ
（ＭＵ

Ｑ
Ｕ

Ｑ
Ｕ

ｑ
リ

ハ＝ｖ＝^ｖ
リ
ム

ワ十Ｒ
Ｕ

Ｑ
Ｕ

１↓Ｑ
Ｕ ２１３，５００ ２４０，５００ ＝^ｖ

ハ＝ｖ
リムＱ

Ｕ
ワ十リ

ム
ｎ
ｖ

＾
＝Ｕ

リ
ム

。
リ

Ｑ
Ｊ

リム Ｏ（ｖｎｏに
Ｕ

Ｑ
Ｕ

ＱＪ ＝^Ｖ
ハ＝Ｖ

１１

　　

・′
（ＭＪ

ｎＸＵ
Ｑ
Ｕ

リ
ム

Ｑ
Ｕ ２１４，７００ ２４１，６００ （＝Ｖ

ハ＝ｖ
Ａ
Ｕ４ヮ十リ

ム
（＝Ｖ＝^＝ｖ

Ｑ
Ｖ

（＝Ｖ
ハ＝ｖ

へ〇 （
＝Ｖ

ｎ
ｖ

ｎｏ〇Ｑ
Ｕ

Ｑ
Ｕ

ｎ
ｖ

ｎ＝ｖ
Ｑ
Ｕ＝^Ｖ

（ｕゾ
ワ
リ

ｑ
Ｕ

ｎｄ ２１６，０００ ２４２，８００ ｎ
ｖ

＾
＝Ｖ

リムハ○ヮ
十

リ
ム ＝^ｖ

ハ＝ｖ
つ
Ｕリム^ＵＱ

Ｕ ＝^ｖ
ハ＝ｖ４Ｑ

Ｕ
Ｑ
Ｕ

り、Ｕ
（＝ｖ

（＝ｖ
Ｇ
Ｕ

リ
ム

（ｕリ
Ｑ
Ｕ

Ａ
Ｉ

Ｑ
Ｕ ２１７，３００ ２４３，９００ （＝ｖ＝^ｖ

７
ｔ

ヮ
十

７
十

リム ＝^ｖ＝^〉
ｎＸＵ

Ｑ
Ｕ

（Ｕ“ｄ ＝^Ｖ＝^ｖ
Ｑ
Ｕ

ｎＭＵ
Ｑ
Ｕ

Ｑ
Ｕ ＝^ｖ＝^ｖ

ワ
リ

Ａ
Ｉ

（ＭＵ
Ｑ
Ｕ

に
Ｕ

Ｑ
Ｕ ２１８，６００ ２４４，８００ ＝^ｖ＝^ｖ

ハ＝ｖ
（ワ十リ

ム
ｎ
ｖ

ハＵ４に
Ｕ＝^ｖ

Ｑ
Ｕ

＾
＝Ｖ

ハ＝Ｖ
に
ＵＬ

「
３４ ＝^ｖ＝^ｖ

１↓

　　

．’
Ｇ
Ｕ

Ｑ
Ｖ

ワ
リ

Ｇ
Ｕ

Ｑ
Ｕ ２１９，９００ ２４５，９００ ＝^Ｖ

ｎ
ｖ

ハーリ
ｎ
ｖ

ｎＸＵ
リ
ム

ｎ
ｖ

ｎ
ｖ＝^＝Ｖ

ヮ
十

（
ｖ

ワ
リ

＾
＝ｖＵ^^＝Ｖ

ｑ
Ｕ４ＱＵ ＝^Ｖ

（＝Ｖ
Ｒ
Ｕ

ヮ
十

Ｑ
ｕ

Ｑ
Ｕ

７
十

ｎｄ ２２１，１００ ２４６，８００ ｎ
ｖ

（Ｕ（ＭＵ
Ｌ
つ

ＯＯリ
ム

ハ＝ｖ＝^ｖ
Ｑ
Ｕ

Ｑ
Ｕ

ハ＝Ｖ
Ｑ
Ｕ ＝^Ｖ

（＝ｖ
ヮ
十４４ＱＵ ｎ

ｖＵ^４（ｕゾ
（一ゾ

ワリ

ｎｏワ
リ ２２２，５００ ２４７，９００ （＝ｖ＝^ｖ

“〇へ〇ｎＸＵ
リム ＝^ｖ＝^Ｖ

ヮ
十

ハｕリ
＾
＝Ｖ

Ｑ
Ｕ ＝^ｖ＝^ｖ

Ｑ
ＵＵ４ＱＵ ００い４０

（ｕＪ
ｑ
リ ２２３，８００

　

２４８，８００ ＝^ｖ
（
）

Ｒ
）４ｎＸＵリ

ム Ｕ^ハ
＝Ｖ

１
↓

　　

．・′
１
ｉ

１
↓Ｑ

Ｕ
ｎ
＝ｖ＝^Ｖ

Ｒ
Ｕ

ワ十Ａ
Ｉ

Ｑ
Ｕ ＝^ｖ

＾
＝ｖ

（リ
ム４０

４０ ２２５，２００ ２４９，９００ ハ
＝ｖ

（
ｖ

リム（〇Ｒ
Ｕ

リ
ム ＝^ｖＵ^７

十
リ
ム

１
↓

ハ〇 （
ｖ４０（ｕリ

４
１

ワリ
ハ＝ｖ＝^ｖ

ヴ
十０４４



リ
ム

４
１

２２７，５００ ２５１，３００ ２８９，０００ ３１５，６００ ３５２，１００ ４０７，７００

リリ
４
１ ２２８，９００ ２５２，２００ ２９０，５００ ３１７，０００ ３５３，６００ ４０９，２００

４４ ２３０，３００ ２５３，１００ ２９２，１００ ３１８，５００ ３５５，０００ ４１０，５００

に
Ｕ

Ａ
Ｉ ２３１，５００ ２５３，９００ ２９３，４００ ３１９，３００ ３５６，６００ ４１１，６００

Ｇ
ｖ

Ａ
Ｉ ２３２，９００ ２５４，９００ ２９４，８００ ３２０，７００ ３５７，６００ ４１２，７００

ワ十
４
１

２３４，２００ ２５５，８００ ２９６，３００ ３２２，１００ ３５９，１００ ４１３，８００

４８ ２３５，５００ ２５６，８００ ２９７，８００ ３２３，６００ ３６０，４００ ４１５，０００

４９ ２３６，５００ ２５７，８００ ２９８，９００ ３２４，７００ ３６１，８００ ４１６，３００

（＝ｖ
に
Ｕ ２３７，６００ ２５８，９００ ３００，２００ ３２６，１００ ３６３，２００ ４１７，４００

１１に
Ｕ ２３８，６００ ２６０，１００ ３０１，４００ ３２７，４００ ３６４，５００ ４１８，６００

リ
ム

に
Ｕ ２３９，７００ ２６１，３００ ３０２，８００ ３２８，７００ ３６５，９００ ４１９，７００

り。ｒｏ ２４０，６００ ２６２，４００ ３０４，２００ ３３０，１００ ３６７，４００ ４２０，９００

Ａ
Ｔ
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第２条

　

小田原市職員の給与に関する条例の一部を次のように改正する。

　

第１９条第１項中 「及び附則第５項第３号」 を削り、 同条第２項中 「、 ６月に支給

する場合においては１００分の１２２． ５、 １２月 に支給する場合においては１００

分 の １ ３ ７． ５」 を 「１ ０ ０ 分 の １ ３ ０」 に改め、 同条第３項中 「１ ０ ０分 の

　

１ ２２， ５」 とあるのは 「１００分の６ ５」 と、
「１ ００分の１３７， ５」 とあるの

　

は 「１ ００分の８０」 を 「１００分の１３０」 とあるのは、 「１００分の７２， ５」

　

に改め、
．同条第４項中 「。 附則第５項第３号において同じ。」 を削る。

　

第２０条第１項中 「及び附則第５項第４号」 を削り、 同条第２項第１号中 「、 ６月

　

に支給する場合においては１００分の９０、 １２月に支給する場合においては１００

　

分 の ９５」 を 「１００分の９２． ５」 に改め、 同項第２号中 「、 ６月に支給する場合

　

にお い て は１０ ０ 分の４ ２． ５、 １ ２月 に支給する場合においては１００分 の

　

４ ７． ５」 を 「１ ００分の４５」 に改め、 同条第３項中 「、 同条第４項中 「附則第５

　

項第３号」 とあるのは 「附則第５項第４号」 と」 を削り、 「「第２０条第３項」 を

　

「、
「第 ２０条第３項」 に改める。

　　

附則第５項の前の見出し、 同項から附則第９項まで、 附則第１０項の前の見出し、

　

同項から附則第１２項まで及び附則第１３項を削る。

　

（小田原市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の一部改正）

第３条

　

小田原市一般職の任期付職員の採用等に関する条例 （平成１７年小田原市条例

　

第２７号） の一部を次のように改正する。

　　

第７条第１項の表を次のように改める。

号給 給料月額

１

　　　

円

３７ ４， ０００

２ ４ ２

　

２， ０００

３ ４７

　

２， ０ ００

４ ５

　

３

　

３， ０００

５ ６０８， ０００

６ ７１ ０， ０００

７ ８

　

３ ０， ０００



　

第８条第２項中 「、 ６月に支給する場合においては」 を削り、 「、 １２月に支給す

　

る場合においては」 を 「」 とあるのは 「１００分の １ ６ ５」 と、 「」 に、 「１ ００分

の１ ６５」 を 「１００分の１７０」 に改める。

第４条

　

小田原市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の一部を次のように改正す

　

る。

　

第８条第２項中 「１００分の１２２． ５」 とあるのは 「１００分の１６ ５」 と、

　

「１ ００分の１３７． ５」 とあるのは 「１００分の１７０」 を 「１００分の１３０」

　

とあるのは 「１００分の１６７． ５」 に改める。

附

　

則

　

（施行期日等）

１

　

この条例は、 公布の日から施行する。 ただし、 第２条及び第４条並びに附則第５項

及び第６項の規定は、 平成３１年４月１日から施行する。

２

　

第１条の規定による改正後の小田原市職員の給与に関する条例 （次項において 「改

正後の給与条例」 という。） の規定及び第３条の規定による改正後の小田原市一般職

の任期付職員の採用等に関する条例 （同項において 「改正後の任期付職員条例」 とい

　

う。） の規定は、 平成３０年４月１日から適用する。

　

（給与の内払）

３

　

改正後の給与条例又は改正後の任期付職員条例の規定を適用する場合においては、

第１条の規定による改正前の小田原市職員の給与に関する条例又は第３条の規定によ

　

・

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

．

る改正前の小田原市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の規定に基づいて支給

　　　　　　　

ノ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

＼

された給与は、 それぞれ改正後の給与条例又は改正後の任期付職員条例の規定による

給与の内払とみなす。

　

（規則への委任）

４

　

前項に定めるもののほか、 この条例の施行に関し必要な事項は、 規則で定める。

　　　　　　　　　

・

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

，

　

（小田原市職員の修学部分休業に関する条例の一部改正）

５

　

小田原市職員の修学部分休業に関する条例 （平成２１年小田原市条例第１号） の

部を次のように改正する。

　

附則第２項を削り、 附則第１項の見出し及び項番号を削る。

　

（小田原市職員の育児休業等に関する条例の一部改正）

６

　

小田原市職員の育児休業等に関する条例 （平成４年小田原市条例第１０号） の一部



を次のように改正する。

附則第３項の前の見出し及び同項から附則第６項までを削る。



小田原市市税条例の一部を改正する条例をここに公布する。

平成３０年１２月 １７日

小田原市長 加

　

藤

　

憲

小田原市条例第４７号

　　

小田原市市税条例の一部を改正する条例

第１条

　

小田原市市税条例 （昭和５０年小田原市条例第２号） の一部を次のように改正

す る。

　　　　　　　　　

・

　　　　　　　　　　　　

第８条第２項中 「控除対象配偶者」 を 「同一生計配偶者」 に改める。

　

附則第５項第１号中 「３分の１」 を 「２分の１」 に改め、 同項第５号中．「３分の

　

１」 を 「１２分の７」 に改め、 同項中第１０号を第１１号とし、 第６号から第９号ま

　

でを１号ずつ繰り下げ、 第５号の次に次の１号を加える。

　　

（６） 法附則第１５条第３２項第３号に規定する条例で定める割合

　

３分の１

第２条

　

小田原市市税条例の一部を次のように改正する。

　

第６条中 「軽自動車税」 を 「種別割」 に改める。

　

第２５条の次に次の１条を加える。

　　

（環境性能割の減免）

　

第２５条の２

　

市長は、 天災その他特別の事情がある場合において環境性能割の減免

　　

を必要とすると認める３輪以上の軽自動車であって規則で定めるものに対しては、

　

環境性能割を減免することができる。

　

２

　

前項の規定による環境性能割の減免を受けるための手続その他必要な事項につい

　

ては、 規則で定める。

　　

第 ２６条の見出し中 「軽自動車税」 を 「種別割」 に改め、 同条中 「軽自動車税の税

　

率は、」 を削り、 「対し」 を 「対して課する種別割の税率は」 に改める。

　　

第 ２７条の見出し及び同条第１項中 「軽自動車税」 を 「種別割」 に改める。

　

第２８条の見出し中 「軽自動車税」 を 「種別割」 に改め、 同条第１項中 「納税義務

者」 を 「種別割の納税義務者」 に改め、 同条第４項中 「第４４ ２条の２第２項」 を

　

「第４４４条第１項」 に改める。



　

第２９条の見出し中 「軽自動車税」 を 「種別割」 に改め、 同条第１項中 〔軽自動車

税を減額し、 又は免除する」 を 「種別割を減免する」 に改め、 同項第１号及び第３号

中 「減額又は免除」 を 「減免」 に改め、 同条第２項中 「軽自動車税を減額し、 又は免

除する」 を 「種別割を減免する」 に改め、 同条第３項中 「軽自動車税の減額又は免

除」 を 「種別割の減免」 に改める。

　

第３０条第２項中 「第４４３条」 を 「第４４５条」 に、 同条第６項中 「き損し」 を

「鞍損し」 に改める。

　

第３７条第２号中 「若しくは第２８条第１項」 を 「、 法第４５４条又は第２８条第

１項若しくは第４項」 に改め、 「同条第４項の規定により提出すべき」 を削る。

　

附則第５項第８号中 「附則第１５条第４４項」 を 「附則第１５条第４３項」 に改め、

同項第９号中 「附則第１５条第４５項」 を 「附則第１５条第４４項」 に改め、 同項第

１０号中 「附則第１５条第４７項」 を 「附則第１５条第４６項」 に改める。

　

附則第３０項中 「附則第２７項」 を 「附則第３０項」 に改め、 同項を附則第３３項

とする。

　

附則第２９項中 「附則第２６項」 を 「附則第２９項」 に改め、 同項を附則第

３２項とする。

　

附則第２８項中 「附則第２５項」 を 「附則第２８項」 に改め、 同項を附則第３１項

とし、 附則第２７項を附則第３０項とする。

　

附則第２６項中 「附則第２９項及び第３０項」 を 「附則第３２項及び第３３項」 に

改め、 同項を附則第２９項とし、 附則第１５項から第２５項までを３項ずつ繰り下げ

る。

　　　

’

　

附則第１４項の見出し中 「軽自動車税」 を 「種別割」 に改め、 同項中 「初めて道路

運送車両法第６０条第１項後段の規定による」 を 「最初の法第４４４条第３項に規定

する」 に、 「附則第２５項から第３０項まで」 を 「附則第２８項から第３３項まで」

に、 「軽自動車税」 を 「種別割」 に改め、 同項を附則第１７項とし、 附則第１３項の

次に次の３項を加える。

　

（軽自動車税の環境性能割の賦課徴収の特例）

１４

　

軽自動車税の環境性能割の賦課徴収は、 当分の間、 第１章第２節の規定にかか

　

わらず、 神奈川県が、 自動車税の環境性能割の賦課徴収の例により行うものとする。

　

（軽自動車税の環境性能割の課税免除の特例）



１５

　

市長は、 当分の間、 第２５条の規定にかかわらず、 神奈川県知事が自動車税の

　

環境性能割を課さない自動車に相当するものとして市長が定める３輪以上の軽自動

　

車に対しては、 軽自動車税の環境性能割を課さない。

　　

（軽自動車税の環境性能割の減免の特例）

１６

　

市長は、 当分の間、 第２５条の２の規定にかかわらず、 神奈川県知事が自動車

　

税の環境性能割を減免する自動車に相当するものとして市長が定める３輪以上の軽

　

自動車に対しては、 軽自動車税の環境性能割を減免することができる。

　

附

　

則

　

（施行期日）

１

　

この条例は、 公布の日から施行する。 ただし、 次の各号に掲げる規定は、 当該各号

に定める日から施行する。

（１） 第１条中小田原市市税条例第８条の改正規定及び次項の規定

　

平成３１年１月１・

　

日

（２） 第２条中小田原市市税条例附則第５項の改正規定

　

平成３１年４月１日

（３） 第２条の規定 （前号に掲げる改正規定を除く。） 並びに附則第３項及び第４項の

　

規定 平成３１年１０月 １日

　

（市民税に関する経過措置）

２

　

第１条の規定による改正後の小田原市市税条例第８条の規定は、 平成３１年度以後

の年度分の個人の市民税について適用し、 平成３０年度分までの個人の市民税につい

ては、 なお従前の例による。

　

（軽自動車税に関する経過措置）

３

　

第２条の規定による改正後の小田原市市税条例第２５条の２及び第３７条並びに附

則第１４項から第１６項までの規定は、 附則第１項第３号に掲げる規定の施行の日以

後に取得された３輪以上の軽自動車に対して課する軽自動車税の環境性能割について

適用する。

４

　

第２条の規定による改正後の小田原市市税条例第６条及び第２６条から第２９条ま

で並びに附則第１７項の規定は、 平成３２年度以後の年度分の軽自動車税の種別割に

ついて適用し、 平成３１年度分までの軽自動車税については、 なお従前の例による。



小田原市保育所条例の一部を改正する条例をここに公布する。

平成３０年１２月 １７日

小田原市長 加

　

藤

　

憲

　

一

小田原市条例第４８号

　　

小田原市保育所条例の一部を改正する条例

小田原市保育所条例（昭和３２年小田原市条例第１３号） の一部を次のように改正す

る。

第３条の表小田原市立上府中保育園の項を削る。

　

附

　

則

　

この条例は、 平成３１年４月 １日から施行する。



小田原市漁港管理条例の一部を改正する条例をここに公布する。

平成３０年１２月 １７日

小田原市長 加

　

藤

　

憲

小田原市条例第４９号

　　

小田原市漁港管理条例の一部を改正する条例

　

小田原市漁港管理条例 （昭和３９年小田原市条例第７５号） の一部を次のように改正

する。

　

別表第１の１中 「数量」－を 「重量」 に改め、 同表の２中 「広告版」 を 「広告板」 に改

め、 同表備考３及び４を次のように改める。

　　

３

　

重 量 が ５０キログラム若しくは１トン未満である場合又はこれに端数がある場

　　

合は、 その満たない数又はその端数を５０キログラム又は１トンとみなして算定

　　

す る。

　　

４

　

表示面積、 占用面積若しくは占用物件の面積若しくは長さが０， ０１平方メー

　　　

トル若 しくは０． ０１メートル未満である場合又はこれらに０． ０１平方メート

　　

ル若 しくは０， ０１メートル未満の端数がある場合は、 その満たない数又はその

　　

端数を切り捨てて算定する。

　

別表第１備考６中 「占用料が」 を 「占用料の総額が、」 に、 「、 １００円とする」 を

「１００円とし、 １００円を超える場合で１０円未満の端数があるときは、 これを四捨

五入して算定する」 に改め、 同表中備考６を備考７とし、 同表備考５中 「とし、 月割り

をもって算定して得た額に１００分の１０５」 を 「とみなして算定し、 その額に消費税

法 （昭和６３年法律第１０８号） 第２９条の税率と当該税率に地方税法 （昭和２５年法

律第２２６号） 第７２条の８３の税率を乗じて得た率とを合計した率 （以下 「消費税率

等」 という。） に１を加えた率」 に改め、 同表中備考５を備考６とし、 備考４の次に次

のように加える。

　　

５

　

占用の期間 （当該期間が１月未満である場合を除く。） に１月未満の端数があ

　　　

る場合は、 その端数を１月 とみなして算定する。

　

別表第２中 「第１１条」 を 「第１２条」 に改め、 同表の２中 「現状」 を 「原状」 に改



め、 同表備考１を次のように改める。

　　

１

　

採取量若しくは表示面積、 占用面積若しくは占用物件の面積若しくは長さが

　　　

０， ０１立方メートル、 ０， ０１平方メートル若 しくは０． ０１メートル未満で

　　

ある場合又はこれらに０， ０１立方メ ー トル、 ０． ０１平方メ ー トル若 しく は

　　　

０． ０１メートル未満の端数がある場合は、 その満たない数又はその端数を切り

　　

捨てて算定する。

別表第２備考３及び４中 「１００分の１０５」 を 「消費税率等に１を加えた率」 に改

め、 同表備考５中，「占用料が」 を 「占用料の総額が、」 に、 「、 １００円とする」 を

「１００円と し、 １００円を超える場合で１０円未満の端数があるときは、 これを四捨

五入して算定する」 に改める。

附

　

則

　

（施行期日）

１

　

この条例は、 平成３１年４月 １日から施行する。

　

（経過措置）

２

　

改正後の別表第１及び別表第２の規定は、 この条例の施行の日以後の利用に係る使

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

．

　　　　　　　　　

ゞ

用料及び占用に係る占用料について適用し、 同日前の利用に係る使用料及び占用に係

る占用料については、 なお従前の例による。

３

　

この条例の施行の際現に許可を受けている土砂の採取に係る土砂採取料については、

改正後の別表第２の規定にかかわらず、 なお従前の例による。



小田原市道路占用料徴収条例の一部を改正する条例をここに公布する。

平成３０年１２月 １７日

小田原市長 加

　

藤

　

憲

小田原市条例第５０号



　

小田原市道路占用料徴収条例の一部を改正する条例

小田原市道路占用料徴収条例（昭和４０年小田原市条例第３号） の一部を次のように

改正する。

第３条第１項中 「応答する」 を 「応当する」 に改め、 同条第２項を次のように改める。

２

　

表示面積、 占用面積若しくは占用物件の面積若しくは長さが０． ０１平方メートル

　

若 しく は０， ０１，メー トル未満であるとき、 又はこれらの面積若しくは長さに

　

０， ０１平方メートル若 しくは０， ０１メートル未満の端数があるときは、 その全面

　

積若しくは全長又はその端数の面積若しくは長さを切り捨てて計算する。

　

別表中備考以外の部分を次のように改める。

別表 （第２条関係）

占用物件の種類 単位 金額

法第３２

条第１項
第１号に
掲げる工

作物

第一種電柱

１本につき１月

　

円

１ ５

　

０

２

　

３

　

２第二種電柱

３１３第三種電柱

１ ３

　

５第一種電話柱

２１ ５第二種電話柱

２

　

９

　

６第三種電話柱

６１支線柱及び支線

１３その他の柱類

共架電線その他上空に設ける線類 長さ１メ ー トル

につき１月

１．

　

３

０，

　

８地下に設ける電線その他の線類

路上に設ける変圧器 １個につき１月 １３

　

２

地下に設ける変圧器
占用面積１平方
メ ー トルにつき

１月

８

　

０

変圧塔その他これに類するもの及

び公衆電話所 １個につき１月
２

　

７

　

０

１１３郵便差出箱及び信書便差出箱

表示面積１平方

法第３２

条第１項
第１号に
掲げる工

作物

表示面積１平方



メー トルにつき

１月

３

　

８ １

その他のもの
占用面積１平方
メ ー トノレに つ き

１月

２

　

７

　

０

法第３２

条第１項
第２号に
掲げる物
件

外径が０． ０７メー トル未満のも

の

長さ１メ ー トル

につき１月

５

８外径が ０． ０

　

７ メ ー ト ル 以 上

０． １メートル未満のもの

１ ２外 径 が

　

０

　

， １ メ

　

ー ト ル 以 上

０， １５メートル未満のもの

１５外径が ０， １ ５ メ ー ト ル 以 上

０． ２メートル未満のもの

２ ４外径が０， ２メートル以上０． ３

メートル未満のもの

３

　

２外径が０． ３メー トル以上０． ４

メートル未満のもの

５

　

６外径が０． ４メートル以上０， ７

メートル未満のもの

８

　

０外径が０． ７メー トル以上１メー

トル未満のもの

１ ６ １外径が１メ ートル以上２メートル

未満のもの

３

　

２ ４外径が２メ ートル以上のもの

　

，

法第３２条第１項第３号に掲げる施設

占用面積１平方
メ ー トルにつき

１月

２

　

７

　

０

１２
法第３２条第１項第４号

に掲げる施設

歩廊

２

　

０その他のもの

Ａｘｏ・鵬 ×畜

法第３２

条第１項
第５号に
掲げる施
設

地下街及び地
下室

階数が１のもの

Ａｘｏ鵬 塗階数が２のもの

Ａ ｘｏ，ｏ１階数が３以上のも

の

１９ ０上空に設ける通路

１１４地下に設ける通路

２

　

０その他のもの

占用面積１平方
メ ー トノレに つ き ４

　

６



第６号に

掲げる施
設 その他のもの

占用面積１平方
メー トルにつき

１月

４

　

６

　

０

政令第７
条第１号
に掲げる
物件

看板 （アーチ
であるものを
除く。）

一時的に設けるも

の
表示面積１平方
メー トルにつき

１ 月

　　　　　

，

４

　

６

　

０

３

　

８ １その他のもの

標識 １本につき１月 ２ １ ５

旗ざお

祭礼、 縁日その他
の催 しに際し．、 ー

時的に設けるもの

１本につき１日 ４

　

６

その他のもの １本につき１月 ４

　

６

　

０

幕（政令第７
条第４号に掲
げる工事用施

設であるもの
を除く。）

祭礼、 縁日その他
の催 しに際し、 ー

時的に設けるもの

その面積１平方

メ ー トルにつき

１日

４

　

６

その他のもの
その面積１平方
メ ー トルにつき

１月

４

　

６

　

０

アーチ

車道を横断するも
の １基につき１月

４，

　

５

　

８

　

０

２，

　

２

　

９

　

０その他のもの

政令第７条第２号に掲げる工作物 ２

　

７

　

０

Ａｘｏ・鰍× を政令第７条第３号に掲げる施設

４

　

６

　

０政令第７条第４号に掲げる工事用施設及び同

条第５号に掲げる工事用材料

３

　

２

　

０政令第７条第６号に掲げる仮設建築物及び同
条第７号に掲げる施設

Ａｘｏ， 鵬
トンネルの上又は高架の道路の路

面下 （当該路面下の地下を除
く。） に設けるもの

Ａｘｏ，似 ×★上空に設けるもの

Ａｘｏ・鵬 ×畜階数が１のもの

Ａｘｏ，伽 ｘ青階数が２のもの



階数が３以上の

もの

　　　

Ｉ
ＡＸ０，０ＩＸ 覆

Ａｘｏ，鰍 翁その他のもの

Ａｘｏ・鵬 塗政令第７

　

建築物

条第９号
に掲げる
施設

　　　

その他のもの

占用面積１平方
メ ー トルにつき

１月

　　　

Ｉ
Ａ Ｘ０，０１× 爾

政令第７
条第１０

　

建築物

号に掲げ
る施設及
び自動 車

　

その他のもの

駐車場

Ａｘｏ，鰍 噛

　　　

Ｉ
Ａ Ｘ０，０１× 覆

トンネルの上又は高架の道路の路
Ａｘｏ，鵬 塙

政令第７

　

面下に設けるもの

条第１１
号に掲げ

　

上空に設けるもの

る応急仮
設建築物

Ａｘｏ，似 毛

Ａｘｏ，鰍 塗その他のもの

Ａｘｏ・鰍 塗政令第７条第１２号に掲げる器具

トンネルの上又は自動車専用道路

（高架のものに限る。） の路面下 Ａｘｏ・鵬 塗

政令第７

　

に設けるもの

雛島津 上空に設るナるもの

る施設

Ａｘｏ，似

Ａｘｏ，鰍 塗その他のもの

表示面積若しく
は占用面積１平
方メートル又は
長さ１メ ー トル

につき１月

５

　

０上記以外の占用物件



　

附

　

則

　

この条例は、 平成３１年４月１日から施行し、 改正後の小田原市道路占用料徴収条例

の規定は、 同日以後の占用に係る占用料について適用する。



小田原市水路及び認定外道路に関する条例の一部を改正する条例をここに公布する。

平成３０年１２月 １７日

小田原市長 加

　

藤

　

憲

小田原市条例第５１号

　　

小田原市水路及び認定外道路に関する条例の一部を改正する条例

小田原市水路及び認定外道路に関する条例 （昭和３９年小田原市条例第３３号） の一

部を次のように改正する。

別表第１中 「４２円」 を 「５０円」 に改める。

　

附

　

則

　

この条例は、 平成３１年４月１日から施行し、 改正後の別表第１の規定は、 同日以後

の占用に係る占用料について適用する。



小田原市準用河川条例の一部を改正する条例をここに公布する。

平成３０年１２月 １７日

小田原市長 加

　

藤

　

憲

小田原市条例第５２号

　　

小田原市準用河川条例の一部を改正する条例

小田原市準用河川条例 （平成１２年小田原市条例第１３号） の一部を次のように改正

する。

別表中 「４２円」 を 「５０円」 に改める。

　　　

　

　

　　

　

この条例は、 平成３１年４月１日から施行し、 改正後の別表の規定は、 同日以後の占

用に係る占用料について適用する。



小田原市駅前広場条例の一部を改正する条例をここに公布する。

平成３０年１２月 １７日

小田原市長 加

　

藤

　

憲

小田原市条例第５３号

　　　　　　　　　　　　　　　　　

、

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

・

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

．

　　

小田原市駅前広場条例の一部を改正する条例

小田原市駅前広場条例 （昭和５０年小田原市条例第３号） の一部を次のように改正す

る。

第７条を次のように改める。

　

（占用料）

第７条

　

第４条第１項又は前条第１項の許可を受けた者 （以下 「占用者」 という。） は、

　

小田原市道路占用料徴収条例 （昭和４０年小田原市条例第３号） 第２条及び第３条の

規定の例により算定して得た額の占用料を納付しなければならない。

第７条の５を次のように改める。

　

（使用料）

第７条の５

　

第７条の２第１項又は前条第１項の許可を受けた者 （以下 「使用者」 とい

　

う。） は、 別表に定めるところにより算出した使用料の額に、 当該許可に係る期間の

　

開始の日から起算し、 当該期間が満了する日又は使用を廃止した日の属する月の当該

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

，

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

．

期間の開始日に応当する日の前日までの月数を乗じて得た額の使用料を納付しなけれ

　

ばならない。 この場合において、 当該期間が１月 に満たないときは、 その月数は１月

　

とする。

　

別表第１を削る。

　

別表第２中 「１箇所」 の次に 「につき１月」 を加え、 同表を別表とする。

　

附

　

則

　

この条例は、 平成３１年４月１日から施行し、 改正後の第７条の規定は、 同日以後の

占用に係る占用料について適用する。



小田原市都市公園条例の一部を改正する条例をここに公布する。

平成３０年１２月 １７日

小田原市長 加

　

藤

　

憲

小田原市条例第５４号



　　　

小田原市都市公園条例の一喜Ｂを改正する条例

　

小田原市都市公園条例 （昭和３３年小田原市条例第１２号） の一部を次のように改正

する。

第１９条第２項及び第３項を次のように改める。

２

　

表示面積、 占用面積若 しくは占用物件の長さが０． ０１平方メートル若しくは

，０． ０１メー トル未満であるとき、 又はこれらの面積若 しくは長さに０． ０１平方メ

ートル若しく は０． ０１メー トル未満の端数があるときは、 その全面積若 しくは全長

又はその端数の面積若しくは長さを切り捨てて計算する。

３

　

１件の使用料の総額が、 １００円未満の場合は１００円と し、 １００円を超える場

合で１０円未満の端数があるときは、 これを四捨五入して計算する。

別表第２（３）の表を次のように改める。

（３） 都市公園の占用許可による使用料

占用物件の種類 単位 金額

法第７条第１

項第１号に掲

げるもの

第一種電柱

１本につき１月

　

円

１５ ０

第二種電柱 ２

　

３

　

２

３１３第三種電柱

１３

　

５第一種電話柱

２１５第二種電話柱

２

　

９

　

６第三種電話柱

６１支線柱及び支線

鉄塔
占用面積１平方メートルに
つき１月

２

　

２

　

８

その他の柱類 １本につき１月 １３

共架電線その他上空に
設ける線類

長さ１メートルにつき１月

１． ３

０．

　

８
地下に設ける電線その

他の線類
変圧塔その他これに類
するもの

１個につき１月 ２

　

７

　

０

外径が０． ０ ７メー ト

ル未満のもの
５



８

法第７条第１
項第２号に掲
げるもの

外径が０， ０ ７メ ー ト

ル以上０， １メ ー トル

未満のもの

１ ２
外径が０， １メー トル

以 上 ０． １ ５メ ー トル

未満のもの

１５
外径が０． １５メ ート

ル以上０． ２メー トル

未満のもの

２ ４
外径が０， ２メ ー トル

以上０， ３メ ートル未

満のもの

３

　

２
外径が０， ３メ ー トル

以上０， ４メ ー トル未

満のもの

５

　

６
外径が０． ４メ ートル

以上０． ７メ ー トル未

満のもの

８

　

０
外径が０， ７メ ー トル

以上１メ ー トル未満の

もの

１ ６ １外径が１メートル以上

２メートル未満のもの

３

　

２ ４外径が２メ ー トル以上

のもの

法第７条第１

項第４号に掲
げるもの

郵便差出箱及び信書便
差出箱 １個につき１月

１１ ３

２

　

７

　

０公衆電話所

令第１２条第２項第１号に掲げるもの １本につき１月 ２１５

令第１２条第２項第７号及び第８号に

掲げるもの

占用面積１平方メートルに

つき１月
４

　

６

　

０

上記以外の占用物件

表示面積若しくは占用面積
１平方メートル又は占用物
件の長さ１メー トルにつき

１月

５

　

０

法第７条第１
項第２号に掲
げるもの

長さ１メー トルにつき１月

備考

１

　

この表において 「第一種電柱」 とは、 電柱 （当該電柱に設置される変圧器を

含む。 以下同じ。） のうち３条以下の電線 （当該電柱を設置する者が設置する

ものに限る。 以下この項において同 じ。） を支持するものを、 「第二種電柱」

とは、 電柱のうち４条又は５条の電線を支持するものを、 「第三種電柱」 とは、

電柱のうち６条以上の電線を支持するものをいう。



　　

２

　

この表において 「第一種電話柱」 とは、 電話柱 （電話その他の通信又は放送

　　　

の用に供する電線を支持する柱をいい、 電柱であるものを除く。 以下同じ。）

　　　

のうち３条以下の電線 （当該電話柱を設置する者が設置するものに限る。 以下

　　　

この項において同じ。） を支持するものを、 「第二種電話柱」 とは、 電話柱の

　　　

うち４条又は５条の電線を支持するものを、 「第三種電話柱」 とは、 電話柱の

　　　

うち６条以上の電線を支持するものをいう。

　　

３

　

この表において 「共架電線」 とは、 電柱又は電話柱を設置する者以外の者が

　　　

当該電柱又は電話柱に設置する電線をいう。

　　

４

　

この表において 「表示面積」 とは、 掲示板等の表示部分の面積をいう。

別表第２（４）の表広告物の表示の項中 「４６０」 を 「３８１」 に改める。

　

附

　

則

　

この条例は、 平成３１年４月１日から施行し、 改正後の小田原市都市公園条例の規定

は、 同日以後の占用又は行為に係る使用料について適用する。



平成３０年改正条例の施行に伴う給与の支給等の特例に関する規則をここに公布する。

平成３０年１２月 １７日

小田原市長 加

　

藤

　

憲

　

一

小田原市規則第６３号

　　

平成３０年改正条例の施行に伴う給与の支給等の特例に関する規則

　

（趣旨）

第１条

　

この規則は、 小田原市職員の給与に関する条例及び小田原市一般職の任期付職

　

員の採用等に関する条例の一部を改正する条例 （平成３０年小田原市条例第４６ 号。

　

以下 「平成３０年改正条例」 という。） 附則第４項の規定に基づき、 平成３０年改正

　

条例の施行に伴う給与の支給等の特例に関し必要な事項を定めるものとする。

　

（定義）

第２条

　

この規則において、 次の各号に掲げる用語の意義は、 当該各号に定めるところ

　

によ る。

　

（１） 経過措置額支給特定職員

　

小田原市職員の給与に関する条例 （昭和３７年小田原

　

市条例第５号。 以下 「給与条例」 という。） 附則第５項に規定する特定職員であり、

　　

かつ、 平成 ３０年４月 １日前に５５歳に達した者であって、 小田原市職員の給与に

　　

関する条例及び小田原市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の一部を改正す

　

る条例 （平成２７年小田原市条例第１９号。 以下 「平成２７年改正条例」 とい

　　

う。） 附則第３項から第５項までの規定による給料を支給されるものをいう。

　

（２） 施行日

　

平成３０年改正条例の施行の日をいう。

　

（３） 改正後の給与条例

　

平成３０年改正条例第１条の規定による改正後の給与条例を

　

い う。

　

（４） 改正前の給与条例

　

平成３０年改正条例第１条の規定による改正前の給与条例を

　

い う。

　

（経過措置額支給特定職員に対する給与の支給の特例）

第３条

　

経過措置額支給特定職員に対する平成３０年４月１日から施行日の前日の属す

　

る月の末日までの間に係る次の各号に掲げる給与の支給に当たっては、 この規則の規



定 （第５条の規定を除く。） の適用がないものとした場合に改正後の給与条例の規定

　

（平成２７年改正条例附則第３項から第５項までの規定を含む。 次条において同

　

じ。） により支給されるべき額が、 改正前の給与条例の規定 （平成２７年改正条例附

則第３項から第５項までの規定を含む。 以下この条及び次条において同じ。） により

支給されるべき額に達しない場合は、 改正前の給与条例の規定により支給されるべき

額に相当する額をもって当該各号に掲げる給与の額とする。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

・

　

（１） 給料 （市長が別に定める場合におけるものに限る。）

　

（２） 地域手当

　

（３） 期末手当

　

（４） 勤勉手当

第４条

　

経過措置額支給特定職員に対する平成３０年４月１日から施行日の前日の属す

　

る月の末日までの間に係る給与条例第１２条その他の法令 （条例及び規則を含む。）

の規定による給与の減額 （市長が別に定めるものに限る。 第６条第２項において 「給

与条例第１２条等減額」 という。） に当たっては、 この規則の規定 （次条の規定を除

　

く。） の適用がないものとした場合に改正後の給与条例の規定による給与に係る減額

　

されるべき額が、 改正前の給与条例の規定による給与に係る減額されるべき額を超え

　

る場合は、 改正前の給与条例の規定による給与に係る減額されるべき額に相当する額

　

をもって減額する額とする。

　

（平成２７年改正条例附則第３項から第５項までの規定による給料の特例）

第５条

　

平成３０年４月１日から施行日の前日までの間において平成２７年４月 １日に

　

おける給料の切替え等に関する規則 （平成２７年小田原市規則第１５号。 以下 「切替

規則」 という。） 第４条第１項第２号に掲げる場合に該当した職員に対する平成２７

年改正条例附則第４項又は第５項の規定による給料については、 同条又は切替規則第

　

５条の規定にかかわらず、 市長が別に定めるところによる。

第６条

　

平成３０年４月１日から施行日の前日までの間において、 経過措置額支給特定

　

職員について、 改正後の給与条例の規定による給料月額から給与条例附則第５項第１

　

号に定める額に相当する額を減じた額と平成２７年改正条例附則第３項から第５項ま

　

での規定による給料の額との合計額 （その額に１円未満の端数があるときは、 その端

　

数を切り捨てた額） が、 改正前の給与条例の規定による給料月額から給与条例附則第

　

５項第１号に定める額に相当する額を減じた額と平成２７年改正条例附則第３項から



　

第５項までの規定による給料の額との合計額 （その額に１円未満の端数があるときは、

　

その端数を切り捨てた額） に達しないときにおける切替規則第６条の規定の適用につ

　

いては、 同条中 「切り捨てた」 とあるのは、 「切り上げた」 とする。

２

　

前項の規定は、 経過措置額支給特定職員に対して支給される第３条各号に掲げる給

　

与の額及び経過措置額支給特定職員に対する給与条例第１２条等減額の額の算定の基

礎となる場合における平成２７年改正条例附則第３項から第５項までの規定による給

料については、 適用 しない。

　

（実施細目）

第７条

　

この規則に定めるもののほか、 平成３０年改正条例の施行に伴う給与の支給等

　

の特例に関し必要な事項は、 市長が別に定める。

　

附

　

則

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

・

　

この規則 は、 公布の日から施行する。



小田原市斎場条例の一部を改正する条例の施行期日を定める規則をここに公布する。

平成３０年１２月 １７日

小田原市長 加

　

藤

　

憲

小田原市規則第６４号

　　

小田原市斎場条例の一部を改正する条例の施行期日を定める規則

　

小田原市斎場条例の一部を改正する条例 （平成３０年小田原市条例第４０号） の施行

期日は、 平成３１年７月 １日とする。



小田原市職員の期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則の一部を改正する規則をこ

こに公布する。

平成３０年１２月 １７日

小田原市長 加

　

藤

　

憲

小田原市規則第６５号

　　

小田原市職員の期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則の一部を改正する

　　

規則

小田原市職員の期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則 （昭和３９年小田原市規則

第３号） の一部を次のように改正する。

第１４条第１号中 「１００分の１８０」 を 「６月に支給する場合においては１００分

の １ ８０、 １２月に支給する場合においては１００分の１９０」 に改め、 同条第２号中

「１ ０ ０分の８５」 を 「６月に支給する場合においては１００分の８５、 １２月 に支給

する場合においては１００分の９５」 に改める。

′

　　　

附

　

則

　

この規則は、 公布の日から施行し、 改正後の第１４条の規定は、 平成３０年４月 １日

から適用する。



小田原市印鑑条例施行規則のー部を改正する規則をここに公布する。

平成３０年１２月１７日

小田原市長 加

　

藤

　

憲

小田原市規則第６６号

　　

小田原市印鑑条例施行規則の一部を改正する規則

　

小田原市印鑑条例施行規則 （昭和５４年小田原市規則第４２号） の一部を次のように

改正する。

　

第９条の見出し中 「印鑑登録原票」 を 「印鑑登録」 に改め、 同条中 「印鑑登録原票抹

消通知書」 を 「印鑑登録抹消通知書」 に改める。

　

第１０条中 「第１６条」 を 「第１６条第１項」 に改め、 「様式第６号）」 の次に 「又

は市長が別に定める様式」 を加える。

　

第１１条第２項中 「電子計算機の出力装置」 の次に 「若しくは多機能端末機」 を加え、

「当該出力装置」 を 「電子計算機の出力装置」 に改める。

　

第１４条第１号中 「抹消し、 又は再製」 を 「登録を抹消した印鑑に係る印鑑登録原票

及び再製」 に、 「

　

抹消し、 又は」 を 「

　

印鑑の登録を抹消し、 又は印鑑登録原票を」

に改める。

様式第５号中 「印鑑登録原票抹消通知書」 を 「印鑑登録抹消通知書」 に、 「印鑑登録

原票を」 を 「登録を」 に改める。

　

附

　

則

　

この規則は、 平成３１年１月１５日から施行する。



小田原市保育所条例施行規則の一部を改正する規則をここに公布する。

平成３０年１２月 １７日

小田原市長 加

　

藤

　

憲

小田原市規則第６７号

　　

小田原市保育所条例施行規則の一部を改正する規則

小田原市保育所条例施行規則 （昭和４２年小田原市規則第１８号） の一部を次のよう

に改正する。

第２条の表小田原市立上府中保育園の項を削る。

　　

附

　

則

　

この規則は、 平成３１年４月 １日から施行する。


